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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の同種類のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力
される受付システムであって、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段と、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される利用
者情報として取得する取得手段と、
　を含むことを特徴とする受付システム。
【請求項２】
　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力される受
付システムであって、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段と、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの利用者情報が入力されていない
入力フォームに入力される利用者情報として取得する取得手段と、
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　を含むことを特徴とする受付システム。
【請求項３】
　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力される受
付システムであって、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段と、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される利用
者情報として取得する取得手段と、
　を含み、
　前記サービスは、旅行に関するサービスであり、
　前記特定手段は、前記入力対象のサービスと同じ旅程の前記他のサービスを特定する、
　ことを特徴とする受付システム。
【請求項４】
　前記入力対象のサービスと前記他のサービスとの各々は、同じ旅程の旅行商品の予約を
受け付けるサービスである、
　ことを特徴とする請求項３に記載の受付システム。
【請求項５】
　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力される受
付システムであって、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段と、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される利用
者情報として取得する取得手段と、
　を含み、
　前記取得手段は、前記入力対象のサービスの入力フォームに対し、前記複数の利用者情
報ではない他の利用者情報が入力された場合には、当該他の利用者情報を、前記入力対象
のサービスの入力フォームに入力される利用者情報として取得する、
　ことを特徴とする受付システム。
【請求項６】
　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力される受
付システムであって、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段と、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される利用
者情報として取得する取得手段と、
　を含み、
　前記複数のサービスの各々の入力フォームは、前記申込者により任意の順序で前記利用
者情報を入力可能であり、
　前記他のサービスは、前記入力対象のサービスよりも前に前記利用者情報が入力された
サービスであり、
　前記入力対象のサービスは、前記他のサービスよりも後に利用者情報が入力されるサー
ビスである、
　ことを特徴とする受付システム。
【請求項７】
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　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力される受
付システムであって、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段と、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される利用
者情報として取得する取得手段と、
　を含み、
　前記入力対象のサービスは、前記他のサービスよりも利用人数が多い、
　ことを特徴とする受付システム。
【請求項８】
　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力される受
付システムであって、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段と、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される利用
者情報として取得する取得手段と、
　１の申し込み操作が行われた場合に、各入力フォームに入力された利用者情報に基づい
て、前記複数のサービスの申し込みをまとめて受け付ける受付手段と、
　を含むことを特徴とする受付システム。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記利用者情報が入力されていない状態の前記入力対象のサービ
スがフォーカスされた場合に、前記複数の利用者情報を特定し、当該特定した複数の利用
者情報を前記ユーザ端末に選択可能に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１～８の何れかに記載の受付システム。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記入力対象のサービスの入力フォームと、前記他のサービスの
入力フォームと、を同じ画面で表示させる、
　ことを特徴とする請求項１～９の何れかに記載の受付システム。
【請求項１１】
　複数の同種類のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力
される受付方法であって、コンピュータに、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定ステップと、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御ステップと、
　前記表示制御ステップにより表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合
に、当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される
利用者情報として取得する取得ステップと、
　を実行させることを特徴とする受付方法。
【請求項１２】
　複数の同種類のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力
されるコンピュータを、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される利用
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者情報として取得する取得手段、
　として機能させるためのプログラム。
【請求項１３】
　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力される受
付方法であって、コンピュータに、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定ステップと、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御ステップと、
　前記表示制御ステップにより表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合
に、当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの利用者情報が入力されてい
ない入力フォームに入力される利用者情報として取得する取得ステップと、
　を実行させることを特徴とする受付方法。
【請求項１４】
　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力されるコ
ンピュータを、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの利用者情報が入力されていない
入力フォームに入力される利用者情報として取得する取得手段、
　として機能させるためのプログラム。
【請求項１５】
　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力される受
付方法であって、コンピュータに、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定ステップと、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御ステップと、
　前記表示制御ステップにより表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合
に、当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される
利用者情報として取得する取得ステップと、
　を実行させ、
　前記サービスは、旅行に関するサービスであり、
　前記特定ステップは、前記入力対象のサービスと同じ旅程の前記他のサービスを特定す
る、
　ことを特徴とする受付方法。
【請求項１６】
　複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力されるコ
ンピュータを、
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段、
　前記他のサービスの入力フォームに対して入力された複数の利用者情報を特定し、当該
特定した複数の利用者情報をユーザ端末に選択可能に表示させる表示制御手段、
　前記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、
当該選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの入力フォームに入力される利用
者情報として取得する取得手段、
　として機能させ、
　前記サービスは、旅行に関するサービスであり、
　前記特定手段は、前記入力対象のサービスと同じ旅程の前記他のサービスを特定する、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受付システム、受付方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、サービスの申し込みを受け付ける場合に、利用者の氏名等の利用者情報を申込者
に入力させるシステムが知られている。例えば、特許文献１には、申込者が宿泊プランを
検索して宿泊施設を予約する場合に、宿泊者の氏名や連絡先等の情報を入力させるシステ
ムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開第２０１３－０８４０５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような技術では、過去の申し込みで入力された利用者情報を登録し、サービスの
申し込みを受け付ける場合に、登録された全ての利用者情報を選択可能に表示させ、その
中から利用者情報を選択させることで利用者情報を入力する手間を省くことも考えられる
。しかしながら、多数の利用者情報が登録されている場合には、申込者は、これら多数の
利用者情報の中から、サービスの利用者情報を探し出さなければならないので、サービス
の利用者情報を入力するのに手間がかかってしまう。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、サービスの利用者情報
を入力する手間を省くことが可能な受付システム、受付方法、及びプログラムを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る受付システムは、複数のサービスの各々の入
力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力される受付システムであって、入力対
象のサービスに関連付けられた他のサービスを特定する特定手段と、前記他のサービスの
入力フォームに対して入力された利用者情報を選択可能に表示させる表示制御手段と、前
記表示制御手段により表示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、当該
選択された利用者情報を、前記入力対象のサービスの利用者情報として取得する取得手段
と、を含むことを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る受付方法は、複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により
利用者情報が入力される受付方法であって、入力対象のサービスに関連付けられた他のサ
ービスを特定する特定ステップと、前記他のサービスの入力フォームに対して入力された
利用者情報を選択可能に表示させる表示制御ステップと、前記表示制御ステップにより表
示された利用者情報が前記申込者により選択された場合に、当該選択された利用者情報を
、前記入力対象のサービスの利用者情報として取得する取得ステップと、を含むことを特
徴とする。
【０００８】
　本発明に係るプログラムは、複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者によ
り利用者情報が入力されるコンピュータを、入力対象のサービスに関連付けられた他のサ
ービスを特定する特定手段、前記他のサービスの入力フォームに対して入力された利用者
情報を選択可能に表示させる表示制御手段、前記表示制御手段により表示された利用者情
報が前記申込者により選択された場合に、当該選択された利用者情報を、前記入力対象の
サービスの利用者情報として取得する取得手段、として機能させる。



(6) JP 6795672 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

【０００９】
　本発明の一態様では、前記受付システムは、前記複数のサービスの申し込みを一括で受
け付け、前記特定手段は、前記入力対象のサービスとともに一括で申し込まれる他のサー
ビスを特定し、前記表示制御手段は、前記入力対象のサービスとともに一括で申し込まれ
る前記他のサービスの利用者情報を選択可能に表示させる、ことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の一態様では、前記複数のサービスの各々の入力フォームは、同一ページにおい
て表示され、前記表示制御手段は、前記入力対象のサービスの入力フォームと同一ページ
の前記他のサービスの入力フォームに対して入力された、前記他のサービスの利用者情報
を選択可能に表示させる、ことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の一態様では、前記複数のサービスの各々の入力フォームには、利用者情報と属
性情報とを含む複数の情報が入力され、前記表示制御手段は、前記入力対象のサービスの
入力フォームに対し、前記複数の情報のうちの利用者情報が入力される場合に、前記他の
サービスの利用者情報を選択可能に表示させる、ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の一態様では、前記サービスは、旅行に関するサービスであり、前記特定手段は
、前記入力対象のサービスの利用時間及び場所と、申し込み済みの複数の他のサービスの
各々の利用時間及び場所と、に基づいて、当該複数の他のサービスの中から、前記入力対
象のサービスと同じ旅程の他のサービスを特定し、前記表示制御手段は、前記入力対象の
サービスと同じ旅程の他のサービスの利用者情報を選択可能に表示させる、ことを特徴と
する。
【００１３】
　本発明の一態様では、前記特定手段は、前記入力対象のサービスの利用時間及び場所と
、申し込み済みの複数の他のサービスの各々の利用時間及び場所と、に基づいて、当該複
数の他のサービスの中から、前記入力対象のサービスとともに利用可能な他のサービスを
特定し、前記表示制御手段は、前記入力対象のサービスとともに利用可能な他のサービス
の利用者情報を選択可能に表示させる、ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の一態様では、前記表示制御手段は、前記入力対象のサービスに関連付けられた
他のサービスが複数存在する場合に、当該複数の他のサービスの各々の利用者情報を選択
可能に表示させる、ことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の一態様では、前記表示制御手段は、前記複数の他のサービスの各々の利用者情
報が重複する場合には、重複する利用者情報については１つにまとめて表示させる、こと
を特徴とする。
【００１６】
　本発明の一態様では、前記入力対象のサービスには、複数の利用者情報を入力可能であ
り、前記表示制御手段は、前記他のサービスの利用者情報のうち、前記入力対象のサービ
スの利用者情報として取得済みの利用者情報が選択可能に表示されることを制限する、こ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、サービスの利用者情報を入力する手間を省くことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】受付システムの全体構成を示す図である。
【図２】トップ画面の一例を示す図である。
【図３】検索が実行される様子を示す図である。
【図４】旅行かご画面の一例を示す図である。
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【図５】予約情報入力画面の一例を示す図である。
【図６】航空券の予約情報が入力される様子を示す図である。
【図７】航空券の予約情報が入力される様子を示す図である。
【図８】航空券の予約情報が入力される様子を示す図である。
【図９】ホテルの予約情報が入力される様子を示す図である。
【図１０】１個目のアクティビティの予約情報が入力される様子を示す図である。
【図１１】２個目のアクティビティの予約情報が入力される様子を示す図である。
【図１２】実施形態の受付システムで実現される機能の一例を示す機能ブロック図である
。
【図１３】サービスデータベースのデータ格納例を示す図である。
【図１４】申込者データベースのデータ格納例を示す図である。
【図１５】予約情報入力画面の表示データのデータ格納例を示す図である。
【図１６】利用者データのデータ格納例を示す図である。
【図１７】受付システムにおいて実行される処理の一例を示すフロー図である。
【図１８】受付システムにおいて実行される処理の一例を示すフロー図である。
【図１９】受付システムにおいて実行される処理の一例を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
［１．受付システムの全体構成］
　以下、本発明に係る受付システムの実施形態の例を説明する。図１は、受付システムの
全体構成を示す図である。図１に示すように、受付システムＳは、申込者端末１０とサー
バ２０とを含み、これらは、インターネットなどのネットワークＮに接続される。なお、
図１では申込者端末１０とサーバ２０とを１台ずつ示しているが、これらは複数台あって
よい。
【００２０】
　申込者端末１０は、申込者が操作するコンピュータである。申込者は、利用者が利用す
るサービスを申し込む人である。利用者は、サービスを利用する人である。利用とは、サ
ービスの提供を受けることであり、サービスを使用することである。申し込みとは、サー
ビスを利用する手続きをすることであり、例えば、予約をすること、契約を成立させるこ
と、又は購入することである。別の言い方をすれば、申し込みは、利用者の氏名等の情報
をサーバ２０に送信し、サービスを利用する意思表示を行うことである。
【００２１】
　申込者は、利用者と同じであってもよいし、利用者とは異なっていてもよい。即ち、申
込者は、自身が利用するサービスの申し込みをしてもよいし、他の利用者の代わりに申し
込みをしてもよい。本実施形態では、申込者は、複数の利用者が利用するサービスの申し
込みを行い、自身も利用者の一部である場合を説明する。即ち、申込者は、自身と同行者
が利用するサービスの申し込みを行う。
【００２２】
　例えば、申込者端末１０は、携帯電話機（スマートフォンを含む）、携帯情報端末（タ
ブレット型コンピュータを含む）、又は、パーソナルコンピュータ等である。本実施形態
では、申込者端末１０は、制御部１１、記憶部１２、通信部１３、操作部１４、及び表示
部１５を含む。
【００２３】
　制御部１１は、少なくとも一つのマイクロプロセッサを含む。制御部１１は、記憶部１
２に記憶されたプログラムやデータに従って処理を実行する。記憶部１２は、主記憶部及
び補助記憶部を含む。例えば、主記憶部はＲＡＭなどの揮発性メモリであり、補助記憶部
は、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、又はハードディスクなどの不揮発性メモ
リである。
【００２４】
　通信部１３は、有線通信又は無線通信用の通信インタフェースであり、ネットワークを
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介してデータ通信を行う。操作部１４は、申込者が操作を行うための入力デバイスであり
、例えば、タッチパネルやマウス等のポインティングデバイス、キーボード、又はボタン
等である。操作部１４は、申込者による操作内容を制御部１１に伝達する。表示部１５は
、例えば、液晶表示部又は有機ＥＬ表示部等である。表示部１５は、制御部１１の指示に
従って画像を表示する。
【００２５】
　サーバ２０は、サーバコンピュータである。サーバ２０は、制御部２１、記憶部２２、
及び通信部２３を含む。制御部２１、記憶部２２、及び通信部２３の物理的構成は、それ
ぞれ制御部１１、記憶部１２、及び通信部１３と同様であってよい。
【００２６】
　なお、記憶部１２，２２に記憶されるものとして説明するプログラム及びデータは、ネ
ットワークＮを介して供給されるようにしてもよい。また、上記説明した各コンピュータ
のハードウェア構成は、上記の例に限られず、種々のハードウェアを適用可能である。例
えば、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体を読み取る読取部（例えば、光ディスク
ドライブやメモリカードスロット）や外部機器とデータの入出力をするための入出力部（
例えば、ＵＳＢポート）が含まれていてもよい。例えば、情報記憶媒体に記憶されたプロ
グラムやデータが読取部や入出力部を介して、各コンピュータに供給されるようにしても
よい。
【００２７】
［２．受付システムの概要］
　本実施形態では、受付システムＳを旅行予約サービスに適用する場合を一例として説明
する。旅行予約サービスは、旅程の作成を支援するサービスである。旅程は、旅行の計画
、行程、又は日程であり、少なくとも１つのサービスから構成される。本実施形態では、
サービスは、旅程の構成要素であり、旅行中の個々の予定である。別の言い方をすれば、
サービスは、予約又は購入の対象となる個々の旅行商品であり、申込対象となるアイテム
ということもできる。
【００２８】
　旅程には、複数種類のサービスを組み込むことができる。サービスは、宿泊施設、交通
手段（移動手段）、レンタカー、アクティビティ（オプションツアー）、レストラン、又
は観光施設といった任意の種類のサービスを適用可能である。宿泊施設は、ホテル、旅館
、民宿、ペンション、又は民泊といった施設である。交通手段は、航空機、電車、バス、
又は船舶といった手段である。観光施設は、水族館、動物園、テーマパーク、公園、寺、
神社、又は競技場といった施設である。
【００２９】
　例えば、申込者が申込者端末１０を操作して、サーバ２０にアクセスすると、旅行予約
サービスのトップ画面が表示部１５に表示される。本実施形態では、以降説明する画面が
ウェブブラウザ上で表示される場合を説明するが、旅行予約サービスのアプリケーション
上で表示されてもよい。
【００３０】
　図２は、トップ画面の一例を示す図である。図２に示すように、例えば、トップ画面Ｇ
１には、サービスの検索条件を入力するための入力フォームＦ１０～Ｆ１４と、検索を実
行するためのボタンＢ１５と、が表示される。
【００３１】
　検索条件は、検索で用いられるクエリであり、任意の条件を入力可能である。検索条件
は、キーワードであってもよいし、予め定められた複数の数値の中から選択された数値で
あってもよいし、カテゴリのような属性情報であってもよい。数値は、時間、人数、又は
予算といった条件の数値である。
【００３２】
　なお、時間は、日付（年月日）だけを意味してもよいし、日付と時刻を含む日時を意味
してもよい。更に、時間は、特定の時点を示してもよいし、大まかな期間を示してもよい
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。期間は、ある１日における時間帯を示してもよいし、複数の日にまたがる期間を示して
もよい。
【００３３】
　トップ画面Ｇ１では、ホテル、航空券、レンタカー、バス、アクティビティ、レストラ
ン、及び観光施設といったサービスの種類ごとに、検索条件を入力可能となっている。こ
こでは、申込者が検索対象として「ホテル」を選択した場合の処理を例に挙げて説明する
。
【００３４】
　例えば、申込者は、入力フォームＦ１０に、宿泊地などのキーワードを入力する。宿泊
地は、キーワードで入力されなくてもよく、予め用意された地域リストの中から選択され
るようにしてもよい。また例えば、入力フォームＦ１１には、チェックイン日が入力され
、入力フォームＦ１２には、チェックアウト日が入力される。また例えば、入力フォーム
Ｆ１３には、大人の利用人数が入力され、入力フォームＦ１４には、子供の利用人数が入
力される。
【００３５】
　図３は、検索が実行される様子を示す図である。図３のトップ画面Ｇ１Ａ，Ｇ１Ｂに示
すように、例えば、申込者が、入力フォームＦ１０～Ｆ１４に検索条件を入力し、ボタン
Ｂ１５を選択すると、検索条件を満たすホテルが検索される。図３のトップ画面Ｇ１Ｂの
例であれば、入力フォームＦ１０に入力された「沖縄」にあるホテルのうち、入力フォー
ムＦ１１，Ｆ１２に入力された「２０１８年７月１日」～「２０１８年７月５日」の利用
日において、入力フォームＦ１３，Ｆ１４に入力された「大人２人」「子供１人」用の部
屋に空きがあるホテルが検索される。
【００３６】
　図３に示すように、ホテルが検索されると、検索結果を示す検索結果画面Ｇ２が表示部
１５に表示される。例えば、検索結果画面Ｇ２の入力フォームＦ２０には、検索で用いら
れた検索条件が表示される。申込者は、所望のホテルが見つからなかった場合には、入力
フォームＦ２０から検索条件を変更し、再度検索を実行する。また例えば、検索結果画面
Ｇ２のリストＬ２１には、検索でヒットしたホテルが表示される。例えば、リストＬ２１
には、検索でヒットしたホテルの名称、画像（図３では省略する）、申込者の評価、及び
価格帯といった情報が表示される。
【００３７】
　図３に示すように、申込者がリストＬ２１に表示されたホテルを選択すると、当該ホテ
ルの詳細を示すサービス詳細画面Ｇ３が表示部１５に表示される。図３では、申込者がリ
ストＬ２１内の「ホテルＡ」を選択し、「ホテルＡ」のページを示すサービス詳細画面Ｇ
３が表示部１５に表示される場合を示している。例えば、サービス詳細画面Ｇ３には、「
ホテルＡ」の名前、評価、画像、部屋の名前、及び料金が表示される。
【００３８】
　サービス詳細画面Ｇ３からホテルを予約できるようにしてもよいが、本実施形態では、
申込者は、旅行かごにホテルを追加し、旅程を組み立てた後に、旅行かご内のサービスを
まとめて予約する。
【００３９】
　旅行かごは、旅程に組み込まれたサービスのリストであり、検討中のサービスのリスト
である。別の言い方をすれば、旅行かごは、旅程を確定する前に（サービスの予約を完了
する前に）作成された仮の旅程である。旅行かごは、電子商取引におけるショッピングカ
ートと似た概念である。申込者は、複数種類のサービスを旅行かごに追加して自分好みの
旅程を計画し、これら複数種類のサービスを予約する。
【００４０】
　例えば、サービス詳細画面Ｇ３には、表示中のホテルを旅行かごに追加するためのボタ
ンＢ３０が表示される。申込者がボタンＢ３０を選択すると、サービス詳細画面Ｇ３に表
示中の「ホテルＡ」が旅行かごに追加され、旅行かご画面が表示部１５に表示される。な
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お、申込者は、検索条件で入力した時間と利用人数を変更せずに、旅行かごにサービスを
追加してもよいし、検索条件で入力した時間と利用人数を変更したうえで、旅行かごにサ
ービスを追加してもよい。
【００４１】
　なお、ホテルを旅行かごに追加する処理を説明したが、他のサービスも同様の流れで旅
行かごに追加することができる。旅行かごには、任意の数のサービスを追加することがで
きてよいが、ここでは、ホテル、航空券、及び２個のアクティビティの合計４個のサービ
スが旅行かごに追加された場合を例に挙げて説明する。申込者が所定の操作をすると、旅
行かごの中身を示す旅行かご画面が表示部１５に表示される。
【００４２】
　図４は、旅行かご画面の一例を示す図である。図４に示すように、旅行かご画面Ｇ４の
表示領域Ａ４０には、旅行かごに追加されたサービスが表示される。本実施形態では、各
サービスは、利用人数と利用時間とが指定されたうえで旅行かごに追加されるので、表示
領域Ａ４０には、申込者が指定した利用人数と利用時間が表示される。
【００４３】
　旅行かごに追加された各サービスは、他のサービスと利用人数が異なっていてもよい。
図４の例であれば、ホテルと航空券は利用人数が３名であるが、１個目のアクティビティ
である「着物レンタル」は利用人数が２名であり、２個目のアクティビティである「鉄道
周遊パス」は利用人数が１名である。また、旅行かごに追加された各サービスは、他のサ
ービスと利用時間が異なっていてもよい。
【００４４】
　例えば、申込者がボタンＢ４００を選択した場合、ボタンＢ４００が示すサービスが旅
行かごから削除される。また例えば、申込者がボタンＢ４１を選択した場合、サービスの
予約に必要な予約情報を入力するための予約情報入力画面が表示部１５に表示される。
【００４５】
　図５は、予約情報入力画面の一例を示す図である。図５では、予約情報入力画面Ｇ５の
全体を示しており、表示部１５には、図５の予約情報入力画面Ｇ５の一部がスクロール可
能に表示される。
【００４６】
　図５に示すように、予約情報入力画面Ｇ５には、旅行かごに追加されたサービスごとに
、当該サービスの予約情報を入力するための入力フォームが表示される。利用人数が複数
のサービスについては、利用者ごとに、当該利用者の予約情報を入力するための入力フォ
ームが表示される。
【００４７】
　予約情報は、サービス提供者に通知される情報を含み、例えば、利用者の氏名、生年月
日、年齢、性別、住所、及び電話番号といった個人情報を含む。別の言い方をすれば、予
約情報は、サービスの予約条件ということもできる。例えば、サービス提供者には、予約
情報の全てが通知されてもよいし、予約情報の一部だけが通知されてもよい。また例えば
、予約情報は、複数の項目から構成されてもよいし、１つの項目だけであってもよい。項
目とは、予約情報の構成要素である。
【００４８】
　例えば、表示領域Ａ５０には、航空券の予約情報を入力するための入力フォームが表示
される。図５の例では、航空券は、大人２人と子供１人が利用人数として指定されており
、申込者は、これら３人の予約情報を入力する。ここでは、航空券の予約情報は、利用者
の氏名、生年月日、及び性別の３項目から構成される。
【００４９】
　入力フォームＦ５００Ａ～Ｆ５００Ｃの各々には、利用者の氏名が入力される。入力フ
ォームＦ５０１Ａ～Ｆ５０１Ｃの各々には、利用者の生年月日が入力される。入力フォー
ムＦ５０２Ａ～Ｆ５０２Ｃの各々には、利用者の性別が入力される。
【００５０】
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　なお、以降では、入力フォームＦ５００Ａ～Ｆ５００Ｃを特に区別する必要のないとき
は、単に、入力フォームＦ５００と記載する。同様に、入力フォームＦ５０１Ａ～Ｆ５０
１Ｃを特に区別する必要のないときは入力フォームＦ５０１と記載し、入力フォームＦ５
０２Ａ～Ｆ５０２Ｃを特に区別する必要のないときは入力フォームＦ５０２と記載する。
航空券の利用人数は３人なので、表示領域Ａ５０には、入力フォームＦ５００，Ｆ５０１
，Ｆ５０２の組み合わせが３つ表示される。
【００５１】
　また例えば、表示領域Ａ５１には、ホテルの予約情報を入力するための入力フォームが
表示される。図５の例では、ホテルは、大人２人と子供１人が利用人数として指定されて
おり、申込者は、これら３人の予約情報を入力する。ここでは、ホテルの予約情報は、利
用者の氏名及び性別と、代表者の氏名と、ホテルへの到着時間と、の４項目から構成され
る。
【００５２】
　入力フォームＦ５１０Ａ～Ｆ５１０Ｃの各々には、利用者の氏名が入力される。入力フ
ォームＦ５１１Ａ～Ｆ５１１Ｃの各々には、利用者の性別が入力される。入力フォームＦ
５１２には、代表者の氏名が入力される。入力フォームＦ５１３には、ホテルへの到着時
間が入力される。
【００５３】
　なお、以降では、入力フォームＦ５１０Ａ～Ｆ５１０Ｃを特に区別する必要のないとき
は、単に、入力フォームＦ５１０と記載する。同様に、入力フォームＦ５１１Ａ～Ｆ５１
１Ｃを特に区別する必要のないときは入力フォームＦ５１１と記載する。ホテルの利用人
数は３人なので、表示領域Ａ５１には、入力フォームＦ５１０，Ｆ５１１の組み合わせが
３つ表示される。なお、代表者の氏名とホテルへの到着時間は、利用者ごとに入力すべき
情報ではないので、入力フォームＦ５１２，Ｆ５１３は、１つずつ表示される。
【００５４】
　また例えば、表示領域Ａ５２には、１個目のアクティビティの予約情報を入力するため
の入力フォームが表示される。図５の例では、１個目のアクティビティは、大人１人と子
供１人が利用人数として指定されており、申込者は、これら２人の各々の予約情報を入力
する。
【００５５】
　ここでは、１個目のアクティビティの予約情報は、利用者の氏名、身長、及び年齢区分
の３項目から構成される。年齢区分は、利用者の年齢の区分（年齢帯）であり、ここでは
、「成年」は２０歳以上であり、「未成年」は１３歳以上２０歳未満とする。また、「学
童」は６歳以上１３歳未満であり、「幼児」は１歳以上６歳未満であり、「乳児」は１歳
未満とする。
【００５６】
　入力フォームＦ５２０Ａ，Ｆ５２０Ｂの各々には、利用者の氏名が入力される。入力フ
ォームＦ５２１Ａ，Ｆ５２１Ｂの各々には、利用者の身長が入力される。入力フォームＦ
５２２Ａ，Ｆ５２２Ｂの各々には、利用者の年齢区分が入力される。
【００５７】
　なお、以降では、入力フォームＦ５２０Ａ，Ｆ５２０Ｂを特に区別する必要のないとき
は、単に、入力フォームＦ５２０と記載する。同様に、入力フォームＦ５２１Ａ，Ｆ５２
１Ｂを特に区別する必要のないときは入力フォームＦ５２１と記載し、入力フォームＦ５
２２Ａ，Ｆ５２２Ｂを特に区別する必要のないときは入力フォームＦ５２２と記載する。
１個目のアクティビティの利用人数は２人なので、表示領域Ａ５２には、入力フォームＦ
５２０，Ｆ５２１，Ｆ５２２の組み合わせが２つ表示される。
【００５８】
　また例えば、表示領域Ａ５３には、２個目のアクティビティの予約情報を入力するため
の入力フォームが表示される。図５の例では、２個目のアクティビティは、大人１人が利
用人数として指定されており、申込者は、当該１人の予約情報を入力する。
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【００５９】
　ここでは、２個目のアクティビティの予約情報は、利用者の氏名と国籍の２項目から構
成される。入力フォームＦ５３０には、利用者の氏名が入力される。入力フォームＦ５３
１には、利用者の国籍が入力される。２個目のアクティビティの利用人数は１人なので、
表示領域Ａ５３には、入力フォームＦ５３０，Ｆ５３１の組み合わせが１つだけ表示され
る。
【００６０】
　申込者は、表示領域Ａ５０～Ａ５３の各々の入力フォームに予約情報を入力し、ボタン
Ｂ５４を選択することによって、サービスの予約をすることができる。予約情報は、任意
の順番で入力されてよいが、ここでは、予約情報入力画面Ｇ５の上から順番に予約情報が
入力される場合を例に挙げて説明する。
【００６１】
　図６－図８は、航空券の予約情報が入力される様子を示す図である。なお、図６－図８
では、特に参照する必要のない符号については省略する。この点は、以降説明する図９－
図１１についても同様である。図６の予約情報入力画面Ｇ５Ａ，Ｇ５Ｂに示すように、入
力フォームＦ５００Ａがフォーカスされると、１人目の氏名を入力可能な状態となる。フ
ォーカスとは、入力フォームが選択されることであり、入力フォームにカーソルがセット
されることである。別の言い方をすれば、フォーカスは、入力フォームに対して情報を入
力可能な状態になることである。
【００６２】
　本実施形態では、申込者がよく入力する氏名を予め登録することができ、当該登録され
た氏名のうち、入力フォームＦ５００Ａに入力された文字列と部分一致する氏名がリコメ
ンドされるようになっている。例えば、申込者が入力フォームＦ５００Ａに「Ｙ」という
文字を入力すると、予約情報入力画面Ｇ５Ｃに示すように、メニューＭ５５が表示され、
入力画面登録された氏名のうち、頭が「Ｙ」の氏名がリコメンドされる。続けて、申込者
が入力フォームＦ５００Ａに複数の文字を入力すると、当該入力された複数の文字と一致
する氏名が絞り込まれてメニューＭ５５に表示される。なお、特に氏名が登録されていな
い場合には、メニューＭ５５は表示されず、申込者は、入力フォームＦ５００Ａに１人目
の利用者の氏名を直接入力する。
【００６３】
　例えば、申込者がメニューＭ５５の「Ｙａｍａｄａ　Ｔａｒｏ」を選択すると、予約情
報入力画面Ｇ５Ｄに示すように、１人目の利用者の氏名として「Ｙａｍａｄａ　Ｔａｒｏ
」が入力フォームＦ５００Ａに入力される。なお、予約者の氏名がメニューＭ５５に存在
しない場合には、申込者は、入力フォームＦ５００Ａに１人目の利用者の氏名を直接入力
する。この点は、後述する入力フォームＦ５００Ｂ，Ｆ５００Ｃについても同様である。
【００６４】
　図７に移り、予約情報入力画面Ｇ５Ｅに示すように、申込者は、入力フォームＦ５０１
Ａ，Ｆ５０２に１人目の生年月日と性別を入力し、１人目の予約情報の入力を終える。生
年月日は、数値入力によって入力され、性別は、ラジオボタンの選択によって入力される
【００６５】
　次に、２人目の予約情報を入力するために、入力フォームＦ５００Ｂがフォーカスされ
ると、予約情報入力画面Ｇ５Ｆに示すように、２人目の氏名を入力可能な状態となる。入
力フォームＦ５００Ａと同様、予め登録された氏名のうち、入力フォームＦ５００Ｂに入
力された文字列と部分一致する氏名がリコメンドされるようになっている。予約情報入力
画面Ｇ５Ｇに示すように、メニューＭ５５が表示され、入力画面登録された氏名のうち、
頭が「Ｙ」の氏名がリコメンドされる。
【００６６】
　なお、この場合、選択済みの氏名はリコメンドされないようにしてもよい。予約情報入
力画面Ｇ５Ｇの例であれば、１人目の氏名は入力済みなので、予め登録された氏名のうち
入力済みの１人目の氏名が除外された中で、メニューＭ５５における氏名のリコメンドが
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行われるようにしてもよい。この点については、後述する入力フォームＦ５００Ｃについ
ても同様である。
【００６７】
　例えば、申込者がメニューＭ５５の「Ｙａｍａｄａ　Ｒｙｏｋｏ」を選択すると、予約
情報入力画面Ｇ５Ｈに示すように、２人目の利用者の氏名として「Ｙａｍａｄａ　Ｒｙｏ
ｋｏ」が入力フォームＦ５００Ａに入力される。
【００６８】
　図８に移り、予約情報入力画面Ｇ５Ｉに示すように、申込者は、入力フォームＦ５０１
Ｂ，Ｆ５０２Ｂに２人目の生年月日と性別を入力し、２人目の予約情報の入力を終える。
【００６９】
　次に、３人目の予約情報を入力するために、入力フォームＦ５００Ｃがフォーカスされ
ると、予約情報入力画面Ｇ５Ｊに示すように、３人目の氏名を入力可能な状態となる。入
力フォームＦ５００Ａ，Ｆ５００Ｂと同様、予め登録された氏名のうち、入力フォームＦ
５００Ｃに入力された文字列と部分一致する氏名がリコメンドされるようになっている。
予約情報入力画面Ｇ５Ｋに示すように、メニューＭ５５が表示され、入力画面登録された
氏名のうち、頭が「Ｙ」の氏名がリコメンドされる。
【００７０】
　例えば、申込者がメニューＭ５５の「Ｙａｍａｄａ　Ｋａｚｕｏ」を選択すると、予約
情報入力画面Ｇ５Ｌに示すように、３人目の利用者の氏名として「Ｙａｍａｄａ　Ｋａｚ
ｕｏ」が入力フォームＦ５００Ｃに入力される。その後、申込者は、入力フォームＦ５０
１Ｃ，Ｆ５０２Ｃに３人目の生年月日と性別を入力し、３人目の予約情報の入力を終える
。
【００７１】
　申込者は、航空券の予約情報の入力を終えると、ホテルの予約情報を入力する。航空券
とホテルは、予約情報の一部の項目（氏名と性別）が共通するので、本実施形態では、航
空券で入力済みの予約情報をホテルの予約情報に流用し、予約情報を入力する手間を省く
ようにしている。
【００７２】
　図９は、ホテルの予約情報が入力される様子を示す図である。図９の予約情報入力画面
Ｇ５Ｍ，Ｇ５Ｎに示すように、入力フォームＦ５１０Ａがフォーカスされると、その下に
メニューＭ５５が表示される。航空券の予約情報の入力時には、まだ３人分の氏名の入力
が完了していなかったので、予め登録された氏名がメニューＭ５５に表示されたが、ここ
では、航空券の予約情報として３人分の氏名が入力済みなので、入力フォームＦ５１０が
フォーカスされただけで（入力フォームＦ５１０に文字を入力しなくても）、メニューＭ
５５には、入力済みの３人分の氏名が表示される。申込者は、これら３人の中から、１人
目の氏名を選択する。
【００７３】
　申込者が１人目の利用者の氏名として「Ｙａｍａｄａ　Ｔａｒｏ」を選択すると、予約
情報入力画面Ｇ５Ｏに示すように、入力フォームＦ５１０Ａには、当該選択された氏名が
自動的に入力される。また、入力フォームＦ５１１Ａには、上記選択された氏名である「
Ｙａｍａｄａ　Ｔａｒｏ」の性別が自動的に入力される。即ち、航空券の予約情報として
入力済みの氏名と性別が流用され、ホテルの予約情報として入力される。
【００７４】
　次に、２人目の利用情報を入力するために、入力フォームＦ５１０Ｂがフォーカスされ
ると、予約情報入力画面Ｇ５Ｐに示すように、その下にメニューＭ５５が表示される。申
込者がメニューＭ５５の中から２人目の氏名を選択すると、１人目の利用者と同様の流れ
により、入力フォームＦ５１０Ｂに当該選択された氏名が自動的に入力され、入力フォー
ムＦ５１１Ｂに利用者の性別が自動的に入力される。
【００７５】
　３人目の利用情報についても同様に、入力フォームＦ５１０Ｃがフォーカスされた場合
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に表示されるメニューＭ５５から、申込者が氏名を選択することで、入力フォームＦ５１
０Ｃに当該選択された氏名が自動的に入力され、入力フォームＦ５１１Ｃに利用者の性別
が自動的に入力される。
【００７６】
　申込者は、ホテルの予約情報の入力を終えると、１個目のアクティビティの予約情報を
入力する。１個目のアクティビティについても、航空券及びホテルの予約情報と共通する
項目については、入力済みの情報が流用される。ただし、氏名については、航空券及びホ
テルの予約情報と共通しているが、年齢区分については、全く同じ項目が存在するわけで
はない。
【００７７】
　この点、年齢区分は生年月日から計算可能なので、１個目のアクティビティの年齢区分
は、航空券で入力済みの生年月日から計算されて自動的に入力される。このように、本実
施形態では、予約情報の項目が完全一致していなくても、互いに対応する項目であれば、
予約情報が自動的に生成されて入力される。
【００７８】
　図１０は、１個目のアクティビティの予約情報が入力される様子を示す図である。図１
０の予約情報入力画面Ｇ５Ｑ，Ｇ５Ｒに示すように、入力フォームＦ５２０Ａがフォーカ
スされると、その下にメニューＭ５５が表示される。メニューＭ５５には、入力済みの３
人分の氏名が表示される。申込者は、これら３人の中から、１人目の氏名を選択する。
【００７９】
　申込者が１人目の氏名として「Ｙａｍａｄａ　Ｒｙｏｋｏ」を選択すると、予約情報入
力画面Ｇ５Ｓに示すように、入力フォームＦ５２０Ａには、当該選択された氏名が自動的
に入力される。また、上記選択された氏名である「Ｙａｍａｄａ　Ｒｙｏｋｏ」の生年月
日をもとに年齢区分が計算され、入力フォームＦ５２２Ａには、当該計算された年齢区分
が自動的に入力される。なお、利用者の身長は、まだ入力されていない情報なので、入力
フォームＦ５２１Ａには情報は流用されない。このため、申込者は、１人目の利用者の身
長を手入力する。
【００８０】
　次に、２人目の利用情報を入力するために、入力フォームＦ５２０Ｂがフォーカスされ
ると、予約情報入力画面Ｇ５Ｔに示すように、その下にメニューＭ５５が表示される。申
込者がメニューＭ５５の中から２人目の氏名を選択すると、１人目と同様の流れにより、
入力フォームＦ５２０Ｂに、当該選択された氏名が自動的に入力され、入力フォームＦ５
２２Ｂに、当該選択された氏名の利用者の年齢区分が自動的に入力される。
【００８１】
　申込者は、１個目のアクティビティの予約情報の入力を終えると、２個目のアクティビ
ティの予約情報を入力する。２個目のアクティビティについても、入力済みの予約情報と
共通の項目があれば入力済みの情報が流用されるが、２個目のアクティビティには、氏名
しか共通する項目がないので、他の項目（国籍）については手入力する必要がある。
【００８２】
　図１１は、２個目のアクティビティの予約情報が入力される様子を示す図である。図１
１の予約情報入力画面Ｇ５Ｕ，Ｇ５Ｖに示すように、入力フォームＦ５３０がフォーカス
されると、メニューＭ５５が表示される。メニューＭ５５には、入力済みの３人の氏名が
表示され、ホテルの予約情報と同様に、氏名を選択することで入力済みの予約情報を流用
することができる。ただし、先述したように、アクティビティの予約情報は、氏名以外は
重複していないので、予約情報入力画面Ｇ５Ｗに示すように、氏名だけが流用され、国籍
については手入力する必要がある。
【００８３】
　旅行かごに追加された各サービスの予約情報が入力され、申込者がボタンＢ５４を選択
すると、予約情報入力画面Ｇ５の各入力フォームに入力された予約情報がサーバ２０に送
信される。サーバ２０は、各サービスの予約情報を受信すると、各サービス提供者に予約
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情報を送信する。サーバ２０は、予約情報の全てをサービス提供者に送信してもよいし、
予約情報の一部だけをサービス提供者に送信してもよい。サーバ２０がサービス提供者に
予約情報を送信すると、サービス提供者側のシステムで所定の申し込み処理が実行されて
サービスの予約が完了する。
【００８４】
　以上のように、受付システムＳは、あるサービスの利用者の氏名を入力する場合に、他
のサービスの入力済みの利用者の氏名を流用することによって、利用者の氏名を入力する
手間を省くといった第１の特徴を有する。また、受付システムＳは、あるサービスの予約
情報を入力する場合に、予約情報を入力済みの他のサービスの利用者の氏名を選択すると
、当該他のサービスの入力済みの性別や年齢等を流用することによって、予約情報を入力
する手間を省くといった第２の特徴を有する。以降、これら第１の特徴及び第２の特徴の
詳細を説明する。
【００８５】
［３．実施形態において実現される機能］
　図１２は、実施形態の受付システムＳで実現される機能の一例を示す機能ブロック図で
ある。ここでは、第１の特徴を実現するための機能と、第２の特徴を実現するための機能
と、について説明する。
【００８６】
[３－１．第１の特徴を実現するための機能]
　まず、第１の特徴を実現するための機能を説明する。先述したように、受付システムＳ
では、複数のサービスの各々の入力フォームに対し、申込者により利用者情報が入力され
る。
【００８７】
　入力フォームは、情報を入力して送信するための画像であり、例えば、テキストボック
ス、プルダウンメニュー、ラジオボタン、又はチェックボックスである。入力フォームで
は、任意の情報を入力可能であり、例えば、テキスト、数値、又は記号が入力されてもよ
いし、複数の選択肢の中から情報が選択されてもよい。
【００８８】
　利用者情報は、利用者を識別可能な情報であり、例えば、氏名、ニックネーム、メール
アドレス、アカウント、ユーザＩＤ、又はパスポート番号といった情報である。本実施形
態では、利用者情報の一例として氏名を説明する。このため、本実施形態で氏名と記載し
た箇所は、利用者情報と読み替えることができる。
【００８９】
　受付システムＳでは、サービスごとに、少なくとも１つの入力フォームが申込者端末１
０に表示される。入力フォームの数は、サービスの予約に必要な予約情報の項目数と同じ
であってもよいし、それ以上であってもよい。なお、本実施形態では、どのサービスも氏
名が入力される場合を説明するが、特に氏名の入力を要しないサービスが存在してもよい
。
【００９０】
［３－１－１．サーバにおいて実現される機能］
　サーバ２０では、データベース記憶部２００及び表示制御部２０１が実現される。デー
タベース記憶部２００及び表示制御部２０１は、それぞれデータベース記憶手段及び表示
制御手段の一例である。
【００９１】
［データベース記憶部］
　データベース記憶部２００は、記憶部２２を主として実現される。データベース記憶部
２００は、第１の特徴を実現するために必要なデータベースを記憶する。ここでは、デー
タベース記憶部２００が、サービスデータベースＤＢ１及び申込者データベースＤＢ２を
記憶する場合を説明する。
【００９２】
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　図１３は、サービスデータベースＤＢ１のデータ格納例を示す図である。図１３に示す
ように、サービスデータベースＤＢ１は、サービスに関する各種情報を格納するデータベ
ースである。例えば、サービスデータベースＤＢ１には、サービスを一意に識別するサー
ビスＩＤ、サービスの名前、種類、基本情報、及び予約情報の入力項目が格納される。
【００９３】
　本実施形態では、旅行予約サービスを例に挙げるので、サービスの名前は、例えば、宿
泊施設名、航空機の便名、列車の名前、バスの名前、レンタカーの店名、アクティビティ
の名前、レストラン名、又は観光施設名である。サービスの種類は、例えば、宿泊施設、
交通手段、アクティビティ、レストラン、又は観光施設といった種類（サービス提供者の
種類）であり、サービスの属性ということもできる。基本情報は、サービスの基本情報で
あり、例えば、場所、連絡先、価格、又はサービス内容といった情報である。基本情報は
、検索時のインデックスとして用いられる。
【００９４】
　予約情報の入力項目は、サービスを予約するために入力すべき予約情報の項目である。
各サービスには、少なくとも１つの入力項目が定められている。どの入力項目を入力させ
るかは、予め定めておけばよく、例えば、サービス提供者が自身のサービスの予約に必要
な入力項目を指定してもよいし、受付システムＳの管理者がサービスの種類ごとに入力項
目を指定してもよい。
【００９５】
　例えば、サービスデータベースＤＢ１には、入力項目として指定された項目名が格納さ
れる。本実施形態では、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「代表者」、「到着時間」
、「身長」、「年齢区分」、及び「国籍」といった項目を例に挙げるが、入力項目は、任
意の項目を指定可能であり、例えば、「満年齢」、「居住地」、「オプション有無」、又
は「アレルギー有無」といった項目であってもよい。
【００９６】
　本実施形態では、予約情報の入力項目には、利用者に関する情報として、氏名と、氏名
以外の情報と、が存在する。以降では、氏名以外の情報を属性情報と記載することがある
。「生年月日」、「性別」、「年齢区分」、及び「国籍」といった情報は、属性情報の一
例である。属性情報は、利用者の個人情報ということもできる。
【００９７】
　なお、サービスデータベースＤＢ１に格納されるデータは、上記の例に限られない。サ
ービスデータベースＤＢ１には、任意の情報が格納されてよく、例えば、各サービスの在
庫情報が格納されており、検索時に参照されてもよい。
【００９８】
　図１４は、申込者データベースＤＢ２のデータ格納例を示す図である。図１４に示すよ
うに、申込者データベースＤＢ２は、申込者に関する各種情報を格納するデータベースで
ある。例えば、申込者データベースＤＢ２には、申込者を一意に識別する申込者ＩＤ、申
込者の氏名、登録者の氏名、及び旅行かごデータが格納される。
【００９９】
　登録者は、メニューＭ５５に氏名を表示させる者であり、例えば、一緒に旅行に行くこ
とが多い家族、友人、又は同僚の氏名である。申込者データベースＤＢ２には、申込者が
入力した氏名が登録される。例えば、申込者が自身のページから入力した氏名が登録され
てもよいし、申込者が過去の予約時に入力した氏名が自動的に登録されてもよい。なお、
申込者は、特に登録者の氏名を登録しなくてもよい。
【０１００】
　旅行かごデータは、旅行かごの中身を示すデータである。別の言い方をすれば、旅行か
ごデータは、申込者が旅行かごに追加したサービスを示すデータである。例えば、旅行か
ごデータには、旅行かごに追加されたサービスのサービスＩＤ、利用時間、及び利用人数
が格納される。
【０１０１】
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　利用時間は、サービスが旅行かごに追加された場合に申込者によって指定された時間で
ある。先述したように、利用時間は、日付だけであってもよいし、日時であってもよい。
利用人数は、サービスが旅行かごに追加された場合に申込者によって指定された人数であ
る。利用人数は、大人や子供といった区分ごとの人数であってもよいし、特に区分を考慮
しない人数であってもよい。
【０１０２】
　なお、旅行かごデータに格納される情報は、上記の例に限られない。例えば、利用時間
及び利用人数以外の条件（例えば、オプションの有無等）が指定された場合には、当該条
件が格納されてもよい。
【０１０３】
　また、申込者データベースＤＢ２に格納されるデータは、上記の例に限られない。例え
ば、申込者データベースＤＢ２には、申込者により行われた予約の履歴を示すデータが格
納されてもよい。当該データには、申込者が予約時に入力した予約情報が含まれていても
よい。
【０１０４】
　なお、データベース記憶部２００が記憶するデータは、上記の例に限られない。例えば
、データベース記憶部２００は、予約情報の入力項目を定義した項目データベースを記憶
してもよい。項目データベースには、予約情報を計算で求めるための計算式が格納されて
いてもよい。例えば、「年齢区分」は、「生年月日」又は「満年齢」から計算可能なので
、「生年月日」又は「満年齢」から「年齢区分」を計算するための計算式が項目データベ
ースに定義されてもよい。他にも例えば、「満年齢」は、「生年月日」から計算可能なの
で、「生年月日」から「満年齢」を計算するための計算式が項目データベースに定義され
てもよい。
【０１０５】
［表示制御部］
　表示制御部２０１は、制御部２１を主として実現される。表示制御部２０１は、予約情
報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ１を生成し、申込者端末１０に表示データＤＴ１を送信
する。
【０１０６】
　図１５は、予約情報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ１のデータ格納例を示す図である。
図１５では、データ格納例を理解しやすいように表形式で示しているが、表示データＤＴ
１は、申込者端末１０に画面を表示させるためのデータであればよく、例えば、ＨＴＭＬ
データ又はＸＭＬデータといった種々の形式のデータを適用可能である。
【０１０７】
　予約情報入力画面Ｇ５は、旅行かごの中身に応じた内容となるので、表示制御部２０１
は、旅行かごデータに基づいて、予約情報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ１を生成する。
別の言い方をすれば、表示制御部２０１は、旅行かごデータに基づいて、予約情報入力画
面Ｇ５のレイアウトを決定する。
【０１０８】
　例えば、表示制御部２０１は、旅行かごデータを参照し、旅行かごに追加されたサービ
スのサービスＩＤと利用人数を特定する。表示制御部２０１は、サービスデータベースＤ
Ｂ１を参照し、当該特定したサービスＩＤに関連付けられたサービス名と入力項目を特定
する。表示制御部２０１は、サービスごとに、利用人数の数だけタイトルを付与する。タ
イトルは、予約情報入力画面Ｇ５に表示される「大人１」、「大人２」、「子供１」とい
った名前である。表示制御部２０１は、サービスごとに、タイトル、項目名、及び入力フ
ォームの識別情報を付与し、表示データＤＴ１を生成する。なお、入力フォームの識別情
報は、予約情報入力画面Ｇ５内で入力フォームを識別するための情報であり、入力フォー
ムの名前である。入力フォームの識別情報は、任意のルールで発行されるようにすればよ
い。
【０１０９】
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　なお、表示制御部２０１は、計算式が定義された項目については、当該項目の入力フォ
ームに計算式を関連付けて表示データＤＴ１に格納する。例えば、表示制御部２０１は、
「生年月日」の項目と「年齢区分」の項目とを特定した場合には、「生年月日」から「年
齢区分」を計算するための計算式を表示データＤＴ１に格納する。また例えば、表示制御
部２０１は、「生年月日」の項目と「満年齢」の項目とを特定した場合には、「生年月日
」から「満年齢」を計算するための計算式を表示データＤＴ１に格納する。
【０１１０】
　また、表示データＤＴ１は、所定の命令が記述されたスクリプトを含むようにしてもよ
いし、表示データＤＴ１とは別にスクリプトが管理され、外部呼出しによってスクリプト
が実行されてもよい。例えば、スクリプトには、上記の計算式が記述されてもよし、表示
データＤＴ１に示したサービスＩＤ、サービス名、タイトル、項目名、及び入力フォーム
の識別情報が記述されてもよい。
【０１１１】
　また例えば、スクリプトには、一の入力フォームに入力された情報を取得して、当該情
報を他の入力フォームに入力する命令が記述されてもよい。別の言い方をすれば、スクリ
プトには、同じ項目名の入力フォーム同士で情報を流用する命令が記述されてもよい。ま
た例えば、スクリプトには、氏名の入力フォームがフォーカスされた場合に、後述する利
用者データＤＴ２を参照してメニューＭ５５を表示させる命令が記述されてもよい。また
例えば、スクリプトには、メニューＭ５５から氏名が選択された場合に、当該氏名に関連
付けられた属性情報を流用する命令が記述されてもよい。これらの命令は、スクリプトに
記述される命令の一例であり、スクリプトには、任意の命令が記述されてよい。
【０１１２】
　また例えば、本実施形態では、メニューＭ５５に登録者の氏名が表示されるので、表示
データＤＴ１には、申込者に関連付けられた登録者の氏名が含まれているものとする。表
示データＤＴ１に含まれる氏名のうち、申し込み者が途中まで入力した文字列と一致する
氏名がメニューＭ５５に選択可能に表示される。なお、登録者の氏名は、表示データＤＴ
１とは別に申込者端末１０に送信されるようにしてもよい。
【０１１３】
　また、本実施形態では、表示制御部２０１は、予約情報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ
１だけでなく、利用者データＤＴ２も生成し、申込者端末１０に利用者データＤＴ２を送
信する。
【０１１４】
　図１６は、利用者データＤＴ２のデータ格納例を示す図である。図１６に示すように、
利用者データＤＴ２は、予約情報入力画面Ｇ５において入力された予約情報を管理するた
めのデータである。例えば、利用者データＤＴ２には、利用者を一意に識別する利用者Ｉ
Ｄと、入力済みの予約情報と、が格納される。
【０１１５】
　図１６の例では、予約情報として、氏名、生年月日、年齢区分、性別、身長、及び国籍
が格納される。代表者及び到着時間も利用者データＤＴ２に格納されるようにしてもよい
が、これらの情報は、利用者ごとに入力される情報ではないので、ここでは、利用者デー
タＤＴ２には格納されないものとする。
【０１１６】
　表示制御部２０１は、旅行かごに追加されたサービスの利用人数に基づいて、利用者デ
ータＤＴ２のレコード数を決定し、レコード数の分だけ利用者ＩＤを発行する。そして、
表示制御部２０１は、旅行かごに追加されたサービスの予約情報の入力項目を特定し、利
用者データＤＴ２のフィールドを設定する。本実施形態では、利用者の氏名として、仮の
氏名が設定されるが、この処理については、第２の特徴で説明する。
【０１１７】
　利用者データＤＴ２は、予約情報入力画面Ｇ５の各入力フォームに対して情報が入力さ
れると更新される。例えば、まだ何の情報も入力されていない場合には、利用者データＤ
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Ｔ２には、利用者ＩＤと利用者の仮の氏名（例えば、「旅行者１」、「旅行者２」、及び
「旅行者３」といった文字列）だけが格納されている。この状態で、申込者が利用者の氏
名を入力すると、仮の氏名が入力された氏名に置き換わる。その後、申込者が利用者の年
齢や性別等を入力すると、当該入力された情報が利用者データＤＴ２に格納される。なお
、仮の氏名は、利用者データＤＴ２に格納されていなくてもよい。
【０１１８】
［３－１－２．申込者端末において実現される機能］
　申込者端末１０では、データ記憶部１００、特定部１０１、表示制御部１０２、及び取
得部１０３が実現される。これらは、それぞれ、データ記憶手段、特定手段、表示制御手
段、及び取得手段の一例である。
【０１１９】
［データ記憶部］
　データ記憶部１００は、記憶部１２を主として実現される。データ記憶部１００は、第
１の特徴を実現するために必要なデータを記憶する。ここでは、データ記憶部１００が、
表示データＤＴ１及び利用者データＤＴ２を記憶する場合を説明する。申込者端末１０は
、サーバ２０から表示データＤＴ１及び利用者データＤＴ２を受信すると、データ記憶部
１００に表示データＤＴ１及び利用者データＤＴ２を記録する。表示データＤＴ１及び利
用者データＤＴ２のデータ格納例は、先述した通りである。
【０１２０】
　なお、データ記憶部１００が記憶するデータは、上記の例に限られない。例えば、デー
タ記憶部１００は、申込者端末１０を操作する申込者の申込者ＩＤを記憶してもよい。ま
た例えば、データ記憶部１００は、旅行かごデータを記憶してもよい。この場合、データ
記憶部１００の旅行かごデータと、申込者データベースＤＢ２の旅行かごデータと、は整
合性が取られているものとする。
【０１２１】
［特定部］
　特定部１０１は、制御部１１を主として実現される。特定部１０１は、入力対象のサー
ビスに関連付けられた他のサービスを特定する。
【０１２２】
　入力対象のサービスとは、予約情報が入力されるサービスであり、予約情報入力画面Ｇ
５に入力フォームが表示されたサービスである。本実施形態では、予約情報入力画面Ｇ５
には、複数のサービスの各々の入力フォームが表示され、当該複数のサービスのうち、入
力フォームがフォーカスされたサービスが、入力対象のサービスに相当する。
【０１２３】
　入力対象のサービスに関連付けられた他のサービス（以降、単に他のサービスと記載す
る。）とは、入力対象のサービスと予約情報の一部又は全部の項目が共通しているサービ
スである。別の言い方をすれば、他のサービスは、予約情報の流用元となるサービスであ
る。他のサービスは、予約情報が入力済みのサービスである。
【０１２４】
　本実施形態では、他のサービスは、入力対象のサービスとともに旅行かごに追加された
サービスであり、入力対象のサービスとともに予約情報が入力されるサービスである。別
の言い方をすれば、他のサービスは、入力対象のサービスとともに入力フォームが表示さ
れたサービスであり、入力対象のサービスと同じページで入力フォームが表示されたサー
ビスである。
【０１２５】
　本実施形態では、受付システムＳは、複数のサービスの申し込みを一括で受け付けるの
で、特定部１０１は、入力対象のサービスとともに一括で申し込まれる他のサービスを特
定する。
【０１２６】
　申し込みを一括で受け付けるとは、一度の申し込み要求で複数のサービスの申し込みを
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受け付けることである。例えば、複数のサービスの各々の予約情報を一度にまとめて受信
すること、複数のサービスの各々の予約情報を次々と連続して受信すること、複数のサー
ビスの各々の申し込み処理を一度にまとめて実行すること、又は複数のサービスの各々の
申し込み処理を次々と連続して実行することである。
【０１２７】
　本実施形態では、表示データＤＴ１にサービスＩＤを含まれているので、特定部１０１
は、当該表示データＤＴ１に格納されたサービスＩＤを参照することによって、入力対象
のサービスとともに入力フォームが表示された他のサービスを特定する。他にも例えば、
特定部１０１は、旅行かごデータを参照し、入力対象のサービスとともに旅行かごに追加
された他のサービスを特定してもよい。
【０１２８】
　なお、他のサービスは、予約済みのサービスであってもよく、入力対象のサービスとと
もに旅行かごに追加されたサービスでなくてもよい。即ち、他のサービスは、入力対象の
サービスとは別の画面で入力フォームが表示されたサービスであってもよい。この場合、
特定部１０１は、申込者データベースＤＢ２に格納された予約情報データを参照すること
によって、他のサービスを特定してもよい。また、受付システムＳは、複数のサービスの
申し込みを一括で受け付けるのではなく、各サービスの申し込みを別々に受け付けてもよ
い。
【０１２９】
［表示制御部］
　表示制御部１０２は、制御部１１を主として実現される。表示制御部１０２は、表示デ
ータＤＴ１に基づいて、予約情報入力画面Ｇ５を表示部１５に表示させたり、表示データ
ＤＴ１に記述されたスクリプトを実行して入力済みの情報を流用したりする。
【０１３０】
　本実施形態では、表示制御部１０２は、他のサービスの入力フォームに対して入力され
た氏名を選択可能に表示させる。別の言い方をすれば、表示制御部１０２は、他のサービ
スの予約情報として入力された氏名を選択可能に表示させる。
【０１３１】
　氏名を選択可能に表示させるとは、氏名を選択できる状態で表示させることであり、例
えば、メニューに氏名を表示させること、又は、氏名とともにラジオボタン若しくはチェ
ックボックスを表示させることである。本実施形態では、メニューＭ５５に氏名を表示さ
せることが、氏名を選択可能に表示させることに相当する。
【０１３２】
　本実施形態では、表示制御部１０２は、入力対象の入力フォームがフォーカスされた場
合に、メニューＭ５５を表示させることによって、他のサービスの入力フォームに対して
入力された氏名を選択可能に表示させる。なお、特に入力フォームがフォーカスされなく
ても、メニューＭ５５を表示させてもよい。即ち、表示制御部１０２は、入力対象の入力
フォームがフォーカスされる前に、予め、メニューＭ５５を表示させてもよい。表示制御
部１０２は、利用者データＤＴ２に基づいて、メニューＭ５５を表示させる。表示制御部
１０２は、利用者データＤＴ２に格納された利用者の氏名を参照し、各氏名をメニューＭ
５５に並べて表示させる。
【０１３３】
　また、本実施形態では、複数のサービスが一括で申し込まれるので、表示制御部１０２
は、入力対象のサービスとともに一括で申し込まれる他のサービスの氏名を選択可能に表
示させる。他のサービスの利用者の氏名は、利用者データＤＴ２に反映されているので、
表示制御部１０２は、利用者データＤＴ２に格納された他のサービスの利用者の氏名を参
照し、当該氏名を選択可能に表示させる。なお、他のサービスの利用者の氏名は、当該サ
ービスの入力フォームにも反映されているので、表示制御部１０２は、当該入力フォーム
に入力された氏名を参照し、当該氏名を選択可能に表示させてもよい。
【０１３４】
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　また、本実施形態では、複数のサービスの各々の入力フォームは、同一ページにおいて
表示されるので、表示制御部１０２は、入力対象のサービスの入力フォームと同一ページ
の他のサービスの入力フォームに対して入力された、他のサービスの氏名を選択可能に表
示させる。
【０１３５】
　同一ページとは、同じ画面のことである。同一ページに表示された他のサービスの利用
者の氏名は、利用者データＤＴ２に反映されているので、表示制御部１０２は、利用者デ
ータＤＴ２に格納された他のサービスの利用者の氏名を参照し、当該氏名を選択可能に表
示させる。なお、同一ページに表示された他のサービスの利用者の氏名は、当該サービス
の入力フォームにも反映されているので、表示制御部１０２は、同一ページ内の当該入力
フォームに入力された氏名を参照し、当該氏名を選択可能に表示させてもよい。
【０１３６】
　また、本実施形態では、複数のサービスの各々の入力フォームには、氏名と属性情報と
を含む複数の情報が入力されるので、表示制御部１０２は、入力対象のサービスの入力フ
ォームに対し、複数の情報のうちの氏名が入力される場合に、他のサービスの氏名を選択
可能に表示させる。本実施形態では、表示データＤＴ１に各入力フォームの項目名が付与
されているので、表示制御部１０２は、フォーカスされた入力フォームの項目名が氏名で
あれば、メニューＭ５５を表示させることになる。
【０１３７】
　また、本実施形態では、３つ以上のサービスの申し込みが可能であり、表示制御部１０
２は、入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスが複数存在する場合に、当該複
数の他のサービスの各々の氏名を選択可能に表示させる。即ち、表示制御部１０２は、複
数の他のサービスの各々で入力された氏名を合わせたうえで選択可能に表示させる。
【０１３８】
　例えば、第１のサービスで第１の氏名が入力され、第２のサービスで第２の氏名が入力
された場合に、表示制御部１０２は、第１の氏名と第２の氏名を合わせて選択可能に表示
させる。図５の画面例であれば、「航空券」に「Ｙａｍａｄａ　Ｔａｒｏ」が入力され、
「ホテル」に「Ｙａｍａｄａ　Ｒｙｏｋｏ」が入力された場合に、表示制御部１０２は、
「１個目のアクティビティ」の入力フォームＦ５２０がフォーカスされた場合に、メニュ
ーＭ５５に、これら２人の氏名と、登録者の氏名又は「旅行者３」という仮の氏名と、を
表示させてもよい。
【０１３９】
　また例えば、表示制御部１０２は、複数の他のサービスの各々の氏名が重複する場合に
は、重複する氏名については１つにまとめて表示させてもよい。表示制御部１０２は、同
じ氏名については複数個表示させるのではなく、１つだけ表示させる。表示制御部１０２
は、入力済みの氏名同士を比較し、一致する氏名については１つにまとめたうえで選択可
能に表示させる。
【０１４０】
　図５の画面例であれば、「航空券」に「Ｙａｍａｄａ　Ｔａｒｏ」が入力され、「ホテ
ル」の入力フォームＦ５１０に対して同じ名前が入力された場合に、表示制御部１０２は
、「１個目のアクティビティ」の入力フォームＦ５２０がフォーカスされた場合に、メニ
ューＭ５５に「Ｙａｍａｄａ　Ｔａｒｏ」を２つ表示させるのではなく、この氏名につい
ては１つだけ表示させてもよい。
【０１４１】
［取得部］
　取得部１０３は、制御部１１を主として実現される。取得部１０３は、表示制御部１０
２により表示された氏名が申込者により選択された場合に、当該選択された氏名を、入力
対象のサービスの氏名として取得する。取得部１０３は、操作部１４の検出信号に基づい
て、申込者により選択された氏名を特定し、当該特定された氏名を、入力対象のサービス
の氏名として取得する。
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【０１４２】
　例えば、取得部１０３は、入力対象のサービスの入力フォームに、申込者により選択さ
れた氏名を入力する。別の言い方をすれば、取得部１０３は、入力対象のサービスと、申
込者により選択された氏名と、を関連付けてデータ記憶部１００に記録する。本実施形態
では、取得部１０３により取得された氏名が予約情報入力画面Ｇ５に表示される場合を説
明するが、当該氏名は、特に表示されなくてもよい。
【０１４３】
[３－２．第２の特徴を実現するための機能]
　次に、第２の特徴を実現するための機能を説明する。なお、第１の特徴で説明済みの機
能については、説明を省略することもあるが、説明の都合上、あえて別の表現で説明する
こともある。
【０１４４】
［３－２－１．サーバにおいて実現される機能］
　第２の特徴を実現するために、サーバ２０において、データベース記憶部２００、表示
制御部２０１、設定部２０２、及び実行部２０３が実現される。これらは、それぞれ、デ
ータベース記憶手段、表示制御手段、設定手段、及び実行手段の一例である。
【０１４５】
［データベース記憶部］
　データベース記憶部２００は、第１の特徴で説明した通りである。
【０１４６】
［表示制御部］
　表示制御部２０１の処理は、概ね第１の特徴で説明した通りであるが、ここでは、入力
フォームの順番を決定する処理について説明する。表示制御部２０１は、予約情報入力画
面Ｇ５の表示データＤＴ１を生成する際に、各サービスの入力フォームの並び順を、利用
者数の多い順に設定する。即ち、表示制御部２０１は、利用者の降順となるように、各サ
ービスの入力フォームの並び順を設定する。
【０１４７】
　並び順とは、入力フォームの配置順又は表示順である。本実施形態では、入力フォーム
が縦に並ぶので、上の方ほど順番が先であり下の方ほど順番が後となる。なお、入力フォ
ームを横に並べて表示させる場合には、左の方ほど順番が先であり右の方ほど順番が後で
あってもよいし、右の方ほど順番が先であり左の方ほど順番が後であってもよい。
【０１４８】
　並び順を設定するとは、並び順を決定すること、決定した並び順に基づいて配置された
各サービスの入力フォームを表示させること、又は、決定した並び順で各サービスの入力
フォームが配置された予約情報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ１を生成することである。
【０１４９】
　また、表示制御部２０１は、各サービスの入力フォームの並び順を、項目数の多い順に
設定する。表示制御部２０１は、第１の特徴で説明した通りにして、各サービスの予約情
報の入力項目を特定し、各サービスの項目数を取得する。表示制御部２０１は、当該取得
した項目数の降順となるように、各サービスの入力フォームの並び順を設定する。
【０１５０】
［設定部］
　設定部２０２は、制御部１１を主として実現される。本実施形態では、各サービスの利
用者数は、予め指定されており、設定部２０２は、氏名が入力されていないサービスにつ
いては、仮の氏名を設定する。
【０１５１】
　仮の氏名は、仮の名前であることを識別できればよく、任意のテキストを利用可能であ
る。ただし、一般的な氏名で用いられている名前ではなく、例えば、「旅行者ｎ（ｎは自
然数）」といったように、仮の名前であることが明確に識別できるようにした方がよい。
なお、仮の氏名のテキストは、データベース記憶部２００に予め記憶されているものとす
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る。
【０１５２】
　設定部２０２は、旅行かごデータを参照して各サービスの利用者数を特定し、当該特定
した利用者数だけ仮の氏名を設定する。設定部２０２は、旅行かごに追加されたサービス
の中から最大人数の利用者数を特定し、当該特定した利用者数だけ、仮の氏名を設定する
。設定部２０２は、データ記憶部１００に記憶されたテキストに基づいて仮の氏名を生成
し、当該生成した仮の氏名を利用者データＤＴ２に格納する。
【０１５３】
［実行部］
　実行部２０３は、制御部２１を主として実現される。実行部２０３は、申込者端末１０
から受信した予約情報に基づいて、申し込み処理を実行する。申し込み処理は、サービス
を申し込むための処理であり、例えば、サービス提供者に予約情報の一部又は全部を送信
すること、サービスの決済処理を実行すること、又は、サービスの申し込みを受け付けて
在庫数を減らすことである。
【０１５４】
　本実施形態では、サービス提供者に提供しない項目の予約情報も入力させることがある
ので、実行部２０３は、複数のサービスのうち、申し込み処理のために氏名が不要なサー
ビスについては、氏名に基づかずに属性情報に基づいて、申し込み処理を実行する。例え
ば、実行部２０３は、予約情報として氏名を入力させたとしても、申し込み処理の実行に
は、当該入力された氏名は参照しない。例えば、実行部２０３は、サービス提供者に対し
、氏名は送信せず、属性情報だけを送信する。
【０１５５】
［３－２－２．申込者端末において実現される機能］
　第２の特徴を実現するために、申込者端末１０において、データ記憶部１００、表示制
御部１０２、取得部１０３、受付部１０４、及び保持部１０５が実現される。これらは、
それぞれ、データ記憶手段、表示制御手段、取得手段、受付手段、及び保持手段の一例で
ある。
【０１５６】
［データ記憶部］
　データ記憶部１００は、第１の特徴で説明した通りである。
【０１５７】
［表示制御部］
　表示制御部１０２の処理は、概ね第１の特徴で説明した通りである。例えば、表示制御
部１０２は、サービスごとに、氏名と属性情報との各々を入力するための入力フォームを
表示させる。即ち、表示制御部１０２は、サービスごとに、氏名を入力するための入力フ
ォームと、属性情報を入力するための入力フォームと、を表示させる。
【０１５８】
　各サービスの入力フォームは、少なくとも１つ表示されるようにすればよい。図５の画
面例であれば、「航空券」の利用人数は３人なので、表示制御部１０２は、氏名を入力す
るための入力フォームＦ５００と、属性情報（生年月日と性別）を入力するための入力フ
ォームＦ５０１，Ｆ５０２と、を３人分表示させる。
【０１５９】
　また例えば、「ホテル」の利用人数は３人なので、表示制御部１０２は、氏名を入力す
るための入力フォームＦ５１０と、属性情報（性別）を入力するための入力フォームＦ５
１１と、を３人分表示させる。なお、「ホテル」については、「代表者」と「到着時間」
といった他の予約情報も入力する必要があるので、表示制御部１０２は、「代表者」を入
力するための入力フォームＦ５１２と、「到着時間」を入力するための入力フォームＦ５
１３と、を表示させる。
【０１６０】
　また例えば、「１個目のアクティビティ」の利用人数は２人なので、表示制御部１０２
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は、氏名を入力するための入力フォームＦ５２０と、属性情報（身長と年齢区分）を入力
するための入力フォームＦ５２１，Ｆ５２２と、を２人分表示させる。また例えば、「２
個目のアクティビティ」の利用人数は１人なので、表示制御部１０２は、氏名を入力する
ための入力フォームＦ５３０と、属性情報（国籍）を入力するための入力フォームＦ５３
１と、を１人分表示させる。
【０１６１】
　本実施形態では、表示制御部１０２は、入力対象のサービスの入力フォームに対して氏
名が入力される場合に、他のサービスの入力フォームに対して入力された氏名を選択可能
に表示させる。入力対象のサービスの入力フォームに対して氏名が入力される場合とは、
当該入力フォームがフォーカスされた場合である。氏名を選択可能に表示させる処理につ
いては、第１の特徴で説明した通りである。
【０１６２】
　本実施形態では、各サービスの利用者数は、予め指定されており、表示制御部１０２は
、各サービスの入力フォームを、利用者数の多い順に表示させる。本実施形態では、予約
情報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ１に各サービスの入力フォームの順序が示されている
ので、表示制御部１０２は、表示データＤＴ１が示す順序に沿って、利用者の降順となる
ように、各サービスの入力フォームを表示させる。
【０１６３】
　また、本実施形態では、各サービスには、属性情報の項目数が予め指定されており、表
示制御部１０２は、各サービスの入力フォームを、項目数の多い順に表示させる。予約情
報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ１に各サービスの入力フォームの順序が示されているの
で、表示制御部１０２は、表示データＤＴ１が示す順序に沿って、入力すべき項目数の降
順となるように、各サービスの入力フォームを表示させる。
【０１６４】
　また、本実施形態では、氏名を選択することで流用した属性情報が入力フォームに表示
させるので、表示制御部１０２は、取得部１０３により取得された入力対象のサービスの
属性情報を、入力対象のサービスの入力フォームに表示させる。なお、流用した属性情報
は、特に入力フォームに表示させなくてもよい。
【０１６５】
［取得部］
　取得部１０３は、入力対象のサービスの入力フォームに対し、入力対象のサービスの氏
名が入力された場合に、氏名が一致する他のサービスの入力フォームに対して入力された
属性情報に基づいて、入力対象のサービスの属性情報を取得する。
【０１６６】
　本実施形態では、メニューＭ５５に選択可能に表示された氏名が選択されることによっ
て、入力対象のサービスの入力フォームに対して氏名が入力される場合を説明するが、メ
ニューＭ５５から氏名が選択されるのではなく、入力対象のサービスの入力フォームに対
し、氏名がテキスト入力されるようにしてもよい。この場合、取得部１０３は、テキスト
入力された氏名と、入力済みの氏名と、が一致するか否かを判定する。一致は、完全一致
でもよいし、部分一致でもよい。なお、入力済みの氏名は、利用者データＤＴ２に格納さ
れているので、取得部１０３は、利用者データＤＴ２を参照することによって入力済みの
氏名を特定すればよい。
【０１６７】
　例えば、取得部１０３は、利用者データＤＴ２を参照することによって、氏名が一致す
る他のサービスの入力フォームに対して入力された属性情報を特定する。また例えば、本
実施形態では、各入力フォームと、当該入力フォームに対して入力された情報と、が関連
付けられてデータ記憶部１００に記録されているので、取得部１０３は、当該関連付けを
参照することによって、属性情報を特定してもよい。
【０１６８】
　本実施形態では、他のサービスの氏名がメニューＭ５５において選択可能に表示される



(25) JP 6795672 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

ので、取得部１０３は、他のサービスの氏名が選択された場合に、当該選択された氏名を
、入力対象のサービスの氏名として取得し、他のサービスの属性情報に基づいて、入力対
象のサービスの属性情報を取得する。
【０１６９】
　例えば、取得部１０３は、当該特定した属性情報を、そのまま入力対象のサービスの属
性情報として取得してもよいし、当該特定した属性情報に基づいて、新たな属性情報を生
成してもよい。本実施形態では、「年齢」の項目属性に属する属性情報については、取得
部１０３は、他のサービスの属性情報に基づいて、入力対象の属性情報を生成する。例え
ば、取得部１０３は、他のサービスの属性情報として入力された「生年月日」に基づいて
、入力対象の「年齢区分」の属性情報を生成する。
【０１７０】
　本実施形態では、サービスごとに入力すべき項目が異なることがあるので、取得部１０
３は、他のサービスの属性情報のうち、入力対象のサービスの申し込みに必要な項目の情
報を取得する。即ち、取得部１０３は、他のサービスの属性情報のうち、入力対象のサー
ビスの予約情報の入力項目として定められた項目の情報を流用する。
【０１７１】
　また、本実施形態では、各サービスの入力フォームは、同一ページにおいて表示される
ので、取得部１０３は、入力対象のサービスの入力フォームと同一ページの他のサービス
の入力フォームに対して入力された属性情報に基づいて、入力対象のサービスの属性情報
を取得する。同一ページの意味は、先述した通りである。同一ページの他のサービスの入
力フォームに対して入力された属性情報は、利用者データＤＴ２に示されているので、取
得部１０３は、利用者データＤＴ２を参照し、同一ページ内の入力済みの属性情報を取得
する。
【０１７２】
［受付部］
　受付部１０４は、制御部１１を主として実現される。受付部１０４は、操作部１４の検
出信号に基づいて、申込者による入力を受け付ける。例えば、受付部１０４は、申込者に
よる入力フォームへの各種入力を受け付ける。
【０１７３】
［保持部］
　保持部１０５は、制御部１１を主として実現される。保持部１０５は、各サービスの入
力フォームに対して入力された氏名と属性情報を、当該サービスに関連付けて保持する。
【０１７４】
　保持とは、データ記憶部１００に記録することである。サービスに関連付けて保持とは
、サービスＩＤと紐づけて記録することであり、サービスＩＤから検索可能に記録するこ
とである。保持部１０５は、サービスごとに、氏名と属性情報のデータセットをデータ記
憶部１００に保持する。本実施形態では、予約情報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ１に、
旅行かごに追加された各サービスのサービスＩＤが格納されているので、保持部１０５は
、各サービスのサービスＩＤに関連付けて、当該サービスの入力フォームに対して入力さ
れた氏名と属性情報をデータ記憶部１００に記録する。
【０１７５】
　本実施形態では、保持部１０５は、仮の氏名が設定されたサービスの入力フォームに氏
名が入力された場合に、仮の氏名を当該入力された氏名に置き換える。置き換えるとは、
情報を更新すること、又は、仮の氏名を入力された氏名に上書きすることである。本実施
形態では、利用者データＤＴ２に仮の氏名が格納されているので、保持部１０５は、利用
者データＤＴ２を更新することになる。
【０１７６】
［４．本実施形態において実行される処理］
　図１７－図１９は、受付システムＳにおいて実行される処理の一例を示すフロー図であ
る。図１７－図１９に示す処理は、制御部１１，２１が、それぞれ記憶部１２，２２に記
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憶されたプログラムに従って動作することによって実行される。下記に説明する処理は、
図１２に示す機能ブロックにより実行される処理の一例である。
【０１７７】
　なお、ここでは、申込者によって旅行かごに複数のサービスが追加されており、申込者
端末１０の記憶部１２には旅行かごデータが記憶されているものとする。申込者端末１０
は、旅行かごデータに基づいて旅行かご画面Ｇ４（図４）を表示部１５に表示させる。図
１７－図１９に示す処理は、旅行かご画面Ｇ４のボタンＢ４１が選択された場合に実行さ
れる。
【０１７８】
　図１７に示すように、まず、申込者端末１０において、制御部１１は、記憶部１２に記
憶された旅行かごデータをサーバ２０に送信する（Ｓ１）。なお、申込者端末１０からサ
ーバ２０にデータが送信される場合には、記憶部１２に記憶された申込者ＩＤも送信され
るものとする。
【０１７９】
　サーバ２０においては、旅行かごデータを受信すると、制御部２１は、予約情報入力画
面Ｇ５の表示データＤＴ１を生成する（Ｓ２）。なお、Ｓ２において旅行かごデータの送
信を省略してもよく、この場合には、Ｓ２において、制御部２１は、申込者データベース
ＤＢ２に格納された旅行かごデータに基づいて、予約情報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ
１を生成する。ただし、申込者端末１０に記憶された旅行かごデータと、サーバ２０に記
憶された旅行かごデータと、は整合性が取られているものとする。
【０１８０】
　図１８は、Ｓ２の処理の詳細を示す図である。図１８に示すように、制御部２１は、旅
行かごデータ及びサービスデータベースＤＢ１に基づいて、旅行かごに追加された各サー
ビスの予約情報の入力項目を特定する（Ｓ２０）。Ｓ２０においては、制御部２１は、旅
行かごデータに格納されたサービスＩＤを参照し、サービスデータベースＤＢ１のうち、
当該サービスＩＤが格納されたレコードを参照する。制御部２１は、当該レコードに基づ
いて、旅行かごに追加された各サービスの予約情報の入力項目を特定する。
【０１８１】
　制御部２１は、Ｓ２０で特定した項目に基づいて、利用者データＤＴ２を生成する（Ｓ
２１）。Ｓ２１においては、制御部２１は、旅行かごデータに格納された各サービスの利
用人数を参照し、最も多い利用人数を特定する。制御部２１は、当該特定した利用人数の
分だけレコードを生成し、各レコードのフィールドとして、利用者ＩＤと、Ｓ２０で特定
した各入力項目の名前と、を設定する。
【０１８２】
　例えば、旅行かごデータが示す利用人数の最大値が３人の場合、図１６に示すように、
制御部２１は、３つのレコードから構成される利用者データＤＴ２を生成する。そして、
制御部２１は、３人の利用者の各々に利用者ＩＤを発行し、「利用者ＩＤ」のフィールド
に格納する。「氏名」、「生年月日」、「年齢区分」、「性別」、「身長」、及び「国籍
」といった入力項目が特定された場合、制御部２１は、これら各項目のフィールドを設定
し、利用者データＤＴ２を生成する。
【０１８３】
　制御部２１は、利用者データＤＴ２に利用者の仮の氏名を設定する（Ｓ２２）。Ｓ２２
においては、制御部２１は、利用者データＤＴ２のレコードの数だけ仮の氏名を発行し、
利用者データＤＴ２に格納する。例えば、特定した利用人数をｎ（ｎは自然数）とすると
、制御部２１は、「旅行者１」から「旅行者ｎ」まで連番となるように、仮の氏名を発行
する。なお、氏名以外のフィールドは、特に何の情報も格納されないものとするが、氏名
と同様に仮の情報が設定されてもよい。
【０１８４】
　制御部２１は、各サービスの利用人数及び項目数に基づいて、予約情報入力画面Ｇ５に
おける各サービスの並び順を決定する（Ｓ２３）。Ｓ２３においては、制御部２１は、利
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用人数及び項目数の降順となるように、サービスの並び順を決定する。利用人数と項目数
は、何れを優先してもよいが、ここでは、制御部２１は、利用人数を優先して並び順を決
定し、利用人数が同じであった場合に項目数が多い方の順番を先に決定する。
【０１８５】
　制御部２１は、Ｓ２３で決定した並び順に基づいて、各サービスの入力フォームの配置
を決定する（Ｓ２４）。Ｓ２４においては、制御部２１は、Ｓ２３で決定した並び順で各
サービスの入力フォームが並ぶように、入力フォームの配置を決定する。個々のサービス
内での入力フォームの並びは、任意の方法で決定されてよいが、ここでは、氏名の入力フ
ォームを先とし、属性情報の入力フォームを後とする。
【０１８６】
　制御部２１は、Ｓ２４で決定した順序に基づいて、予約情報入力画面Ｇ５の表示データ
ＤＴ１を生成する（Ｓ２５）。Ｓ２５においては、制御部２１は、Ｓ２３で決定した順序
で各入力フォームを並べ、その横に、当該入力フォームが示す項目名を配置する。また、
制御部２１は、氏名の入力フォームがフォーカスされた場合にメニューＭ５５を表示させ
る命令、氏名が入力された場合に仮の氏名を置き換える命令、及びメニューＭ５５内の氏
名が選択された場合に属性情報を流用する命令を記述したスクリプトを生成し、表示デー
タＤＴ１に埋め込む。また、制御部２１は、申込者データベースＤＢ２に格納された登録
者名を表示データＤＴ１に埋め込む。
【０１８７】
　図１７に戻り、サーバ２０は、Ｓ２で生成した表示データＤＴ１及び利用者データＤＴ
２を申込者端末１０に送信する（Ｓ３）。
【０１８８】
　申込者端末１０においては、表示データＤＴ１及び利用者データＤＴ２を受信すると、
制御部１１は、予約情報入力画面Ｇ５を表示部１５に表示させる（Ｓ４）。制御部１１は
、操作部１４の検出信号に基づいて、予約情報の入力処理を実行する（Ｓ５）。Ｓ５の処
理は、主に、予約情報入力画面Ｇ５の表示データＤＴ１に含まれるスクリプトによって実
行される。なお、表示データＤＴ１及び利用者データＤＴ２は、記憶部１２に一時的に記
録される。
【０１８９】
　図１９は、Ｓ５の処理の詳細を示す図である。図１９に示すように、制御部１１は、操
作部１４の検出信号に基づいて、申込者の操作を特定する（Ｓ５０）。ここでは、予約情
報入力画面Ｇ５内の何れかの入力フォームをフォーカスする操作、又は、ボタンＢ５４を
選択する操作の何れかが行われる場合を説明する。旅行かご画面Ｇ４に戻る操作等の他の
操作が行われた場合には、本処理は終了する。
【０１９０】
　入力フォームがフォーカスされた場合（Ｓ５１；フォーカス）、制御部１１は、フォー
カスされた入力フォームの項目名が氏名であるかを判定する（Ｓ５１）。先述したように
、各入力フォームの項目名は、表示データＤＴ１に定義されているので、Ｓ５１において
は、制御部１１は、表示データＤＴ１に示された項目名を参照する。
【０１９１】
　フォーカスされた入力フォームの項目名が氏名であると判定された場合（Ｓ５１；Ｙ）
、制御部１１は、利用者データＤＴ２に基づいて、利用者全員の氏名を入力済みであるか
を判定する（Ｓ５２）。Ｓ５２においては、制御部１１は、利用者データＤＴ２に格納さ
れた仮の氏名が全て置き換わったかを判定する。
【０１９２】
　利用者全員の氏名を入力済みであると判定されない場合（Ｓ５２；Ｎ）、制御部１１は
、操作部１４の検出信号に基づいて、申込者が入力した文字を入力フォームに入力する（
Ｓ５３）。Ｓ５３においては、申込者は操作部１４を使ってテキスト入力を行い、制御部
１１は、申込者が入力した文字を利用者の氏名として入力フォームに入力する。
【０１９３】



(28) JP 6795672 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

　制御部１１は、表示データＤＴ１に基づいて、入力された文字が登録者の氏名と一致す
るかを判定する（Ｓ５４）。Ｓ５４においては、制御部１１は、入力された文字又は文字
列と、登録者名の最初の文字又は文字列と、が一致するかを判定する。
【０１９４】
　入力された文字が登録者の氏名と一致すると判定された場合（Ｓ５４；Ｙ）、制御部１
１は、当該一致すると判定された登録者の氏名をメニューＭ５５に表示させる（Ｓ５５）
。Ｓ５５においては、制御部１１は、一致すると判定された登録者の氏名が所定の順序で
メニューＭ５５に並ぶように表示させる。メニューＭ５５に表示しきれない登録者の氏名
は、スクロール可能に表示される。
【０１９５】
　制御部１１は、操作部１４の検出信号に基づいて、メニューＭ５５内の氏名を申込者が
選択したかを判定する（Ｓ５６）。メニューＭ５５内の氏名を申込者が選択したと判定さ
れた場合（Ｓ５６；Ｙ）、制御部１１は、メニューＭ５５から選択された氏名を、Ｓ５０
でフォーカスされた入力フォームに入力する（Ｓ５７）。Ｓ５７においては、制御部１１
は、Ｓ５０でフォーカスされた入力フォームと、申込者が選択した氏名と、を関連付けて
記憶部１２に記録する。
【０１９６】
　制御部１１は、申込者が入力した氏名を利用者データＤＴ２に格納する（Ｓ５８）。Ｓ
５８においては、制御部１１は、利用者データＤＴ２のうち、仮の氏名が格納されたレコ
ードの当該仮の氏名を、申込者が入力した氏名に置き換える。
【０１９７】
　一方、メニューＭ５５内の氏名を申込者が選択したと判定されない場合（Ｓ５６；Ｎ）
、制御部１１は、操作部１４の検出信号に基づいて、申込者が所定の入力完了操作をした
かを判定する（Ｓ５９）。入力完了操作は、任意の操作であればよく、例えば、入力フォ
ームのフォーカスを解除する操作であってもよいし、ＥＮＴＥＲボタン等の所定のボタン
を選択する操作であってもよい。入力完了操作をしたと判定されない場合（Ｓ５９；Ｎ）
、Ｓ５３の処理に戻り、文字の入力が継続される。一方、入力完了操作をしたと判定され
た場合（Ｓ５９；Ｙ）、Ｓ５８の処理に移行し、申込者が入力した氏名が利用者データＤ
Ｔ２に格納される。
【０１９８】
　一方、Ｓ５１において、氏名以外の項目名の入力フォームがフォーカスされた場合（Ｓ
５１；Ｎ）、性別等の属性情報の入力フォームがフォーカスされたことになるので、制御
部１１は、申込者が入力した属性情報を利用者データＤＴ２に格納する（Ｓ６０）。Ｓ６
０においては、制御部１１は、利用者データＤＴ２のうち、フォーカスされた入力フォー
ムが属する氏名が格納されたレコードに、申込者が入力した属性情報を格納する。
【０１９９】
　制御部１１は、Ｓ５０でフォーカスされた入力フォームに、申込者が入力した属性情報
を入力する（Ｓ６１）。Ｓ６１においては、制御部１１は、Ｓ５０でフォーカスされた入
力フォームと、申込者が入力した属性情報と、を関連付けて記憶部１２に記録する。
【０２００】
　一方、Ｓ５２において、利用者の氏名を入力済みであると判定された場合（Ｓ５２；Ｙ
）、制御部１１は、利用者データＤＴ２に基づいて、入力済みの利用者の氏名をメニュー
Ｍ５５に表示させる（Ｓ６２）。Ｓ６２においては、制御部１１は、利用者データＤＴ２
に格納された利用者の氏名がメニューＭ５５に並ぶように表示させる。
【０２０１】
　制御部１１は、メニューＭ５５から選択された氏名を、Ｓ５０でフォーカスされた入力
フォームに入力する（Ｓ６３）。Ｓ６３においては、制御部１１は、Ｓ５０でフォーカス
された入力フォームと、申込者が入力した属性情報と、を関連付けて記憶部１２に記録す
る。
【０２０２】
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　制御部１１は、メニューＭ５５から選択された氏名に関連付けられた属性情報を流用す
る（Ｓ６４）。Ｓ６４においては、制御部１１は、利用者データＤＴ２を参照し、選択さ
れた氏名に関連付けられた属性情報を特定する。そして、制御部１１は、当該特定された
属性情報のうち、Ｓ６３で氏名が入力された入力フォームと同じタイトルの他の入力フォ
ームの項目名の属性情報を入力する。なお、生年月日と年齢区分のように、属性情報をそ
のまま流用するのではなく、計算式に基づいて計算したうえで入力する場合には、表示デ
ータＤＴ１に示された計算式に基づいて計算が行われて、属性情報が入力される。この場
合、計算された属性情報が利用者データＤＴ２に格納される。
【０２０３】
　一方、Ｓ５０において、ボタンＢ５４が選択された場合（Ｓ５０；ボタン）、図１７に
戻り、制御部１１は、予約情報入力画面Ｇ５内の全ての入力フォームに予約情報が入力さ
れたかを判定する（Ｓ６）。各入力フォームと、入力された予約情報と、は記憶部１２に
関連付けられて保持されているので、Ｓ６においては、制御部１１は、何の予約情報も関
連付けられていない入力フォームが存在するかを判定する。
【０２０４】
　まだ予約情報が入力されていない入力フォームがあると判定された場合（Ｓ６；Ｎ）、
所定のエラーメッセージが表示され、Ｓ５の処理に戻る。この場合、全ての入力フォーム
に予約情報が入力されるまで、申込者による予約情報の入力が繰り返される。
【０２０５】
　一方、全ての予約情報が入力されたと判定された場合（Ｓ６；Ｙ）、制御部１１は、サ
ーバ２０に対し、各入力フォームに入力された予約情報をサーバ２０に送信する（Ｓ７）
。各入力フォームに入力された予約情報は記憶部１２に記憶されているので、制御部１１
は、記憶部１２に記憶された予約情報をサーバ２０に送信する。
【０２０６】
　サーバ２０においては、予約情報を受信すると、制御部２１は、旅行かごに追加された
各サービスの申し込み処理を実行し（Ｓ８）、本処理は終了する。Ｓ８においては、制御
部２１は、予約の対象となる各サービスのサービス提供者に対し、予約情報を送信する。
先述したように、特に氏名を送信する必要のないサービスについては、制御部２１は、氏
名を送信せず、性別等の属性情報だけを送信してもよい。
【０２０７】
［第１の特徴のまとめ］
　実施形態の受付システムＳによれば、入力対象のサービスに関連付けられた他のサービ
スの入力フォームに対して入力された利用者の氏名が選択可能に表示され、当該氏名が申
込者により選択された場合に、入力対象のサービスの利用者の氏名として取得されるので
、サービスの利用者の氏名を入力する手間を省くことができる。例えば、入力対象のサー
ビスの入力フォームに対して申込者が氏名をテキスト入力する手間を省くことができる。
また例えば、申込者が登録した全ての氏名の中から選択するのではなく、入力対象のサー
ビスに関連付けられた他のサービスの氏名の中から選択するので、申込者が選択する蓋然
性が高い情報だけを選択可能に表示させることができる。このため、選択時に候補として
提示される氏名を少なくすることができ、氏名を選択する手間を効果的に省くことができ
る。
【０２０８】
　また、スマートフォンのように画面が小さい場合には、多数の氏名を表示させることが
できなかったり、多数の氏名の中で選択させると申込者が誤選択をしたりすることがある
が、申込者が選択する蓋然性が高い氏名だけを表示させることで、使い勝手のよいユーザ
インタフェースを提供することができる。また、同じ氏名を何度も入力する必要がないの
で、申込者端末１０が同じ情報の受付処理を実行する必要がなくなり、申込者端末１０の
処理負荷を軽減することができる。また、申込者端末１０側で実行されるスクリプトによ
って利用者の氏名を流用することで、入力済みの氏名を流用するための処理をサーバ２０
が実行する必要がなくなり、サーバ２０の処理負荷を軽減することができる。
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【０２０９】
　また、複数のサービスの申し込みを一括で受け付ける場合に、入力対象のサービスとと
もに一括で申し込まれる他のサービスの利用者の氏名が選択可能に表示される。一括で申
し込むサービスの利用者は共通していることが多いので、申込者が流用する蓋然性がより
高い氏名を表示させることができる。また、サービスの申し込みを一括で受け付けること
で、申込者端末１０からサーバ２０に対して何度も申し込みの要求が送信されることを防
止し、申込者端末１０の処理負荷、サーバ２０の処理負荷、及びネットワークＮの通信負
荷を軽減することができる。
【０２１０】
　また、同一ページに表示された入力フォームに対して入力された利用者の氏名が選択可
能に表示される。同一ページで入力する利用者は共通していることが多いので、申込者が
流用する蓋然性がより高い氏名を表示させることができ、サービスの利用者の氏名を入力
する手間を効果的に省くことができる。
【０２１１】
　また、利用者の氏名と属性情報とを含む複数の情報が入力される場合に、入力済みの氏
名が選択可能に表示され、複数の情報が入力される場合の氏名の入力補助を行うことがで
きる。
【０２１２】
　また、入力対象のサービスに関連付けられた他のサービスが複数存在する場合に、当該
複数の他のサービスの各々の利用者の氏名が選択可能に表示され、サービスの利用者の氏
名を入力する手間を効果的に省くことができる。
【０２１３】
　また、重複する氏名については１つにまとめて表示させることで、選択時に候補として
提示される氏名を少なくすることができ、同じ氏名が複数表示されるといった無駄を省き
、申込者端末１０の処理負荷を軽減することができる。また、同じ氏名が複数表示される
と画面の表示スペースを消費してしまうが、同じ氏名については１つにまとめて表示させ
ることで、画面の表示スペースを有効活用することができる。
【０２１４】
［第２の特徴のまとめ］
　実施形態の受付システムＳによれば、入力対象の入力フォームに対して利用者の氏名が
入力された場合に、氏名が一致する他のサービスの入力フォームに対して入力された属性
情報に基づいて、入力対象のサービスの属性情報が取得されるので、複数のサービスを一
括で申し込む際の入力の手間を省くことができる。即ち、申込者は、利用者の氏名さえ入
力すれば、当該利用者の属性情報を入力済みであれば、当該入力済みの属性情報が流用さ
れるので、同じ情報を何度も入力する手間を省くことができる。
【０２１５】
　また、スマートフォンのように画面が小さい場合には、多数の入力フォームを表示させ
ると申込者が誤入力をすることがあるが、属性情報を流用することで誤入力の蓋然性を低
減し、使い勝手のよいユーザインタフェースを提供することができる。また、属性情報を
何度も入力する必要がないので、申込者端末１０が同じ情報の受付処理を実行する必要が
なくなり、申込者端末１０の処理負荷を軽減することができる。また、申込者端末１０側
で実行されるスクリプトによって属性情報を流用することで、属性情報を流用するための
処理をサーバ２０が実行する必要がなくなり、サーバ２０の処理負荷を軽減することがで
きる。
【０２１６】
　また、入力対象のサービスの入力フォームに対して利用者の氏名が入力される場合に、
他のサービスの入力フォームに対して入力された利用者の氏名を選択可能に表示させ、当
該氏名が選択された場合に属性情報が流用されるので、複数のサービスを一括で申し込む
際の入力の手間を効果的に省くことができる。また、サービスの申し込みを一括で受け付
けることで、申込者端末１０からサーバ２０に対して何度も申し込みの要求が送信される
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ことを防止し、申込者端末１０の処理負荷、サーバ２０の処理負荷、及びネットワークＮ
の通信負荷を軽減することができる。
【０２１７】
　また、他のサービスの属性情報に基づいて、入力対象の属性情報が生成されることで、
他のサービスの属性情報をそのまま流用できない場合であったとしても、入力対象のサー
ビスの形式に合わせた属性情報に変換することができる。このため、申込者の入力回数を
減らし、誤入力を防止することができ、使い勝手のよいユーザインタフェースを提供する
ことができる。また、申込者の入力回数が減り、申込者端末１０が入力を受け付ける回数
が減るので、申込者端末１０の処理負荷を軽減することができる。
【０２１８】
　また、各サービスの入力フォームの並び順を利用者数の多い順に設定することによって
、より早い段階で多くの氏名を入力させることができる。このため、申込者による入力を
効率化し、使い勝手のよいユーザインタフェースを提供することができる。申込者による
入力が効率化することで、申込者端末１０が入力を受け付ける回数が減るので、申込者端
末１０の処理負荷を軽減することができる。
【０２１９】
　また、各サービスの入力フォームの並び順を入力項目数の多い順に設定することによっ
て、早い段階で多くの項目の情報を入力させることができる。このため、申込者による入
力を効率化し、使い勝手のよいユーザインタフェースを提供することができる。申込者に
よる入力が効率化することで、申込者端末１０が入力を受け付ける回数が減るので、申込
者端末１０の処理負荷を軽減することができる。
【０２２０】
　また、他のサービスの属性情報のうち、入力対象のサービスの申し込みに必要な項目の
情報が取得され、入力対象のサービスの申し込みに不要な情報は取得しないようにするこ
とができる。不要な情報が取得されないようにすることで、サーバ２０の処理負荷を軽減
することができる。
【０２２１】
　また、利用者の氏名が入力されていない場合には仮の氏名が設定され、利用者の氏名が
入力された場合に仮の氏名を置き換えることで、氏名が入力されていない状態で属性情報
が入力された場合に、仮の氏名に属性情報を関連付けて記憶させることができる。申込者
が氏名を入力しなくても、属性情報が仮の氏名に関連付けられるので、属性情報を管理し
やすくなる。また、申込者は仮の氏名を選択することで、氏名を入力しなくても、当該仮
の氏名に関連付けられた属性情報を流用することができ、属性情報を入力する手間を効果
的に軽減することができる。
【０２２２】
　また、同一ページに表示された入力フォームに対して入力された利用者の氏名が選択可
能に表示され、同一ページで入力する利用者は共通していることが多いので、申込者が流
用する蓋然性の高い属性情報を流用することができ、複数のサービスを一括で申し込む場
合の入力の手間を効果的に省くことができる。
【０２２３】
　また、他のサービスの属性情報を流用した場合に、流用した属性情報を内部的に保持す
るだけでなく、入力対象のサービスの属性情報として表示させることで、流用した属性情
報を申込者が把握しやすくなる。
【０２２４】
　また、氏名が不要なサービスについては、サービス提供者に通知されないので、不要な
情報が通知されるといったことを防止することができる。不要な情報が取得されないよう
にすることで、サーバ２０の処理負荷及びネットワークＮの通信負荷を軽減することがで
きる。
【０２２５】
［５．変形例］
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　なお、本発明は、以上に説明した実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨
を逸脱しない範囲で、適宜変更可能である。
【０２２６】
［５－１．第１の特徴の変形例］
　（１－１）まず、第１の特徴の変形例を説明する。例えば、実施形態で説明したように
、受付システムＳで申し込みを受け付けるサービスが旅行に関するサービスである場合に
は、予約済みのサービスの中には、旅行かごに追加されたサービスと同じ旅程のサービス
が存在することがある。予約済みのサービスであったとしても、同じ旅程であれば、旅行
かごに追加されたサービスと利用者が共通している可能性があるので、同じ旅程と推測さ
れた予約済みのサービスの予約情報を流用してもよい。
【０２２７】
　特定部１０１は、入力対象のサービスの利用時間及び場所と、申し込み済みの複数の他
のサービスの各々の利用時間及び場所と、に基づいて、当該複数の他のサービスの中から
、入力対象のサービスと同じ旅程の他のサービスを特定する。同じ旅程の他のサービスと
は、時期的及び場所的に同じ旅程に含まれると推測されるサービスのことである。
【０２２８】
　例えば、特定部１０１は、旅行かごデータを参照し、入力対象のサービスの利用時間を
特定する。また例えば、特定部１０１は、サービスデータベースＤＢ１を参照し、入力対
象のサービスの場所を特定する。申込済みの複数の他のサービスの予約情報は、申込者デ
ータベースＤＢ２に格納されていてもよいし、他のデータベースに格納されていてもよい
。特定部１０１は、これらのデータベースを参照し、申込済みの複数の他のサービスの各
々の利用時間を特定する。また例えば、特定部１０１は、サービスデータベースＤＢ１を
参照し、申込済みの複数の他のサービスの各々の場所を特定する。
【０２２９】
　例えば、特定部１０１は、入力対象のサービスの利用時間と重複する利用時間が設定さ
れた他のサービスを、同じ旅程の他のサービスとして特定する。利用時間が完全に同じ場
合に同じ旅程としてもよいし、利用時間の一部が重複する場合に同じ旅程としてもよい。
他にも例えば、片方の利用時間が他方の利用時間を含む場合に同じ旅程としてもよいし、
利用時間が重複していなくても日付が連続する場合に同じ旅程としてもよい。
【０２３０】
　また例えば、特定部１０１は、入力対象のサービスの場所と同じエリアの他のサービス
を、同じ旅程の他のサービスとして特定する。エリアは、少なくとも１つの都市を含む地
域であればよく、各エリアに属する場所は、データベース記憶部２００に予め定義されて
いるものとする。特定部１０１は、入力対象のサービスの場所が属するエリアと、他のサ
ービスの場所が属するエリアと、が一致する場合に、同じ旅程と判定する。
【０２３１】
　なお、特定部１０１は、エリアが一致していなくても、近隣のエリアであれば同じ旅程
と判定してもよい。この場合、各エリアの近隣のエリアは、データベース記憶部２００に
定義されており、特定部１０１は、データベース記憶部２００を参照し、近隣のエリアで
あるかを判定してもよい。
【０２３２】
　表示制御部１０２は、入力対象のサービスと同じ旅程の他のサービスの氏名を選択可能
に表示させる。他のサービスの氏名は、データベース記憶部２００に記憶されているもの
とする。表示制御部１０２は、データベース記憶部２００に記憶された他のサービスの氏
名を参照し、入力対象のサービスと同じ旅程の他のサービスの氏名をメニューＭ５５に表
示させる。取得した氏名に基づいてメニューＭ５５を表示させる処理自体は、実施形態で
説明した通りである。
【０２３３】
　変形例（１－１）によれば、同じ旅程の他のサービスの氏名が選択可能に表示され、同
一旅程で入力する利用者は共通していることが多いので、申込者が流用する蓋然性の高い
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属性情報を流用することができ、複数のサービスを一括で申し込む場合の入力の手間を効
果的に省くことができる。
【０２３４】
　（１－２）また例えば、各サービスの利用時間及び場所を考慮すると、明らかに同時に
利用できないサービスの組み合わせが存在することがある。例えば、同じ旅程で旅行する
場合に、別々のグループに分かれて行動していることがあり、同時に利用できないサービ
ス間で利用者の氏名等を流用しないようにしてもよい。例えば、利用時間及び場所を考慮
してサービスの利用可能性を判定し、利用可能なサービスの予約情報だけを流用してもよ
い。
【０２３５】
　特定部１０１は、入力対象のサービスの利用時間及び場所と、申し込み済みの複数の他
のサービスの各々の利用時間及び場所と、に基づいて、当該複数の他のサービスの中から
、入力対象のサービスとともに利用可能な他のサービスを特定する。
【０２３６】
　例えば、特定部１０１は、入力対象のサービスの場所と、申込済みの複数の他のサービ
スの各々の場所と、に基づいて、これらの移動時間を算出する。移動時間は、予め定めら
れた方法に基づいて算出されるようにすればよく、例えば、これらの場所の距離を計算し
、車や航空機等の標準的な移動速度で割ることによって移動時間が算出されてもよい。ま
た例えば、申込者によって移動手段が指定されている場合には、申込者が指定した移動手
段に応じた移動速度に基づいて、移動時間が算出されてもよい。特定部１０１は、入力対
象のサービスの利用時間と、他のサービスの利用時間と、の時間差が上記算出した移動時
間以上であれば、利用可能と判定し、時間差が移動時間未満であれば、利用不可能と判定
する。
【０２３７】
　表示制御部１０２は、入力対象のサービスとともに利用可能な他のサービスの氏名を選
択可能に表示させる。即ち、表示制御部１０２は、入力対象のサービスとともに利用不可
能な他のサービスの氏名が表示されることを制限する。表示制御部１０２は、入力対象の
サービスとともに利用可能な他のサービスの氏名をメニューＭ５５に表示し、入力対象の
サービスとともに利用不可能な他のサービスの氏名はメニューＭ５５に表示させない。
【０２３８】
　変形例（１－２）によれば、入力対象のサービスとともに利用可能な他のサービスの氏
名が選択可能に表示され、入力対象のサービスとともに利用可能な他のサービスの利用者
は共通していることが多いので、申込者が流用する蓋然性の高い属性情報を流用すること
ができ、複数のサービスを一括で申し込む場合の入力の手間を効果的に省くことができる
。
【０２３９】
　（１－３）また例えば、あるサービスの利用者の氏名を入力する場合に、当該サービス
の予約情報として入力済みの氏名は、メニューＭ５５に表示させないようにしてもよい。
【０２４０】
　入力対象のサービスには、複数の氏名を入力可能であり、表示制御部１０２は、他のサ
ービスの氏名のうち、入力対象のサービスの氏名として取得済みの氏名が選択可能に表示
されることを制限する。例えば、図９の予約情報入力画面Ｇ５Ｐの画面例であれば、「Ｙ
ａｍａｄａ　Ｔａｒｏ」は「ホテル」の予約情報として入力済みなので、表示制御部１０
２は、入力済みの「Ｙａｍａｄａ　Ｔａｒｏ」はメニューＭ５５に表示せず、未入力の「
Ｙａｍａｄａ　Ｒｙｏｋｏ」と「Ｙａｍａｄａ　Ｋａｚｕｏ」だけをメニューＭ５５に表
示させてもよい。
【０２４１】
　変形例（１－３）によれば、サービスの利用者の氏名を入力する手間をより効果的に省
くことができる。
【０２４２】
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　（１－４）また例えば、受付システムＳは、第２の特徴を有さずに、第１の特徴だけを
有してもよい。即ち、受付システムＳは、メニューＭ５５から氏名が選択された場合に、
氏名だけを流用し、当該氏名に関連付けられた属性情報は特に流用しなくてもよい。
【０２４３】
　また例えば、受付システムＳは、複数サービスの申し込みを一括で受け付ける場合であ
っても、同一ページ内の入力フォームに入力された氏名ではなく、別ページ内の入力フォ
ームに入力された氏名を流用してもよい。例えば、旅行かごに追加された各サービスの予
約情報の入力フォームが、それぞれ別ページに表示されてもよい。
【０２４４】
　また例えば、申込者端末１０がサーバ２０から受信した表示データＤＴ１に基づいて予
約情報入力画面Ｇ５を表示させる処理が、入力済みの氏名が選択可能に表示させる処理に
相当する場合を説明したが、サーバ２０の表示制御部２０１が表示データＤＴを送信する
ことが、入力済みの氏名が選択可能に表示させる処理に相当してもよい。
【０２４５】
［５－２．第２の特徴の変形例］
　（２）次に、第２の特徴の変形例を説明する。例えば、実施形態では、利用者の氏名が
入力されていない場合には、メニューＭ５５に登録者の氏名が表示される場合を説明した
が、メニューＭ５５には、仮の氏名が表示されるようにしてもよい。この場合、申込者が
仮の氏名を選択した場合に、当該仮の氏名の代わりとなる使用者の氏名を入力するための
入力フォームが予約情報入力画面Ｇ５に表示されるようにしてもよい。この場合、表示デ
ータＤＴ１のスクリプトには、メニューＭ５５から仮の氏名が選択された場合に、入力フ
ォームを表示させる命令が記述される。
【０２４６】
　例えば、仮の氏名として「旅行者１」、「旅行者２」、及び「旅行者３」が設定されて
いたとすると、申込者が氏名の入力フォームをフォーカスした場合に、これら仮の氏名が
メニューＭ５５に表示される。例えば、申込者がメニューＭ５５から「旅行者１」を選択
したとすると、１人目の利用者の氏名を入力するための入力フォームが表示され、当該入
力フォームに入力された氏名が「旅行者２」の代わりに利用者データＤＴ２に格納される
。２人目及び３人目の利用者についても同様に、メニューＭ５５から選択されたことに応
じて入力フォームが表示され、当該入力フォームに入力された氏名に置き換わるようにし
てもよい。
【０２４７】
　本変形例の受付部１０４は、仮の氏名が選択された場合に、仮の氏名が設定されたサー
ビスの氏名の入力を受け付ける。仮の氏名が設定されたサービスとは、利用者の氏名がま
だ入力されていないサービスである。受付部１０４は、仮の氏名が設定されたサービスの
入力フォームに対するテキスト入力を受け付けることによって、当該サービスの氏名の入
力を受け付ける。本変形例では、リストＭ５５の仮の氏名が選択されると入力フォームが
表示されるので、受付部１０４は、当該入力フォームに対する氏名の入力を受け付ける。
なお、特に当該入力フォームを表示させないようにする場合には、受付部１０４は、最初
にフォーカスされた入力フォーム（例えば、入力フォームＦ５００等）に対する氏名の入
力を受け付けてもよい。
【０２４８】
　上記変形例によれば、メニューＭ５５から仮の氏名が選択された場合に入力フォームが
表示されて利用者の氏名の入力が受け付けられるので、利用者の氏名を入力しやすくなる
。
【０２４９】
　また例えば、受付システムＳは、第１の特徴を有さずに、第２の特徴だけを有してもよ
い。即ち、受付システムＳは、メニューＭ５５から氏名が選択された場合に、氏名は特に
流用せずに、当該氏名に関連付けられた属性情報を流用してもよい。他にも例えば、受付
システムＳは、メニューＭ５５から氏名を選択するのではなく、入力フォームに対して氏
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名をテキスト入力させ、入力済みの氏名と一致していた場合に、当該氏名に関連付けられ
た属性情報を流用してもよい。
【０２５０】
　また例えば、第１の特徴の変形例と同様に、受付システムＳは、別ページ内の入力フォ
ームに入力された属性情報を流用してもよい。また例えば、予約情報入力画面Ｇ５の入力
フォームの並び順は、任意の順番であってよく、例えば、サービスＩＤ順であってもよい
し、サービスの種類順であってもよい。また例えば、実施形態では、仮の氏名が設定され
る場合を説明したが、特に仮の氏名が設定されず、利用者データＤＴ２の氏名が空欄であ
ってもよい。
【０２５１】
［５－３．その他の変形例］
　（３）また例えば、受付システムＳを旅行予約サービスで利用する場面を説明したが、
他の任意のサービスで利用されるようにしてもよい。例えば、受付システムＳを保険申込
サービスで利用してもよい。この場合、保険商品がサービスに相当し、申込者は、保険の
利用者の氏名や属性情報を入力する。保険申込サービスにおいて、第１の特徴によって利
用者の氏名が流用されたり、第２の特徴によって入力済みの属性情報が流用されたりして
もよい。
【０２５２】
　また例えば、受付システムＳを、コンサートやイベントなどにおけるチケット販売サー
ビスで利用してもよい。この場合、チケットがサービスに相当し、申込者は、チケットの
使用者の氏名や属性情報を入力する。チケット販売サービスにおいて、第１の特徴によっ
て使用者の氏名が流用されたり、第２の特徴によって入力済みの属性情報が流用されたり
してもよい。
【０２５３】
　また例えば、受付システムＳを、セミナーなどのイベント予約サービスで利用してもよ
い。この場合、イベントがサービスに相当し、申込者は、イベントの参加者の氏名や属性
情報を入力する。イベント予約サービスにおいて、第１の特徴によって参加者の氏名が流
用されたり、第２の特徴によって入力済みの属性情報が流用されたりしてもよい。
【０２５４】
　また例えば、申込者端末１０で実現されるものとして説明した機能は、サーバ２０で実
現されてもよい。例えば、特定部１０１は、サーバ２０において実現されてもよい。この
場合、特定部１０１は、制御部２１を主として実現される。サーバ２０の特定部１０１は
、申込者端末１０から入力対象のサービスを示す情報を取得し、入力対象のサービスに関
連付けられた他のサービスを特定する。また例えば、取得部１０３は、サーバ２０におい
て実現されてもよい。この場合、取得部１０３は、制御部２１を主として実現される。サ
ーバ２０の取得部１０３は、申込者端末１０から、メニューＭ５５の中から申込者により
選択された氏名を取得し、当該氏名を入力対象のサービスの氏名として取得する。
【０２５５】
　また例えば、受付部１０４は、サーバ２０において実現されてもよい。この場合、受付
部１０４は、制御部２１を主として実現される。サーバ２０の受付部１０４は、申込者端
末１０から、申込者によって入力された氏名を取得することによって、仮の氏名が設定さ
れたサービスの氏名の入力を受け付ける。また例えば、保持部１０５は、サーバ２０にお
いて実現されてもよいこの場合、保持部１０５は、制御部２１を主として実現される。サ
ーバ２０の保持部１０５は、各サービスの入力フォームに対して入力された氏名と属性情
報とを、データベース記憶部２００に保持する。
【０２５６】
　また例えば、サーバ２０で実現されるものとして説明した機能は、申込者端末１０にお
いて実現されてもよい。例えば、申込者端末１０の表示制御部１０２により、予約情報入
力画面Ｇ５の表示データＤＴ１が生成されてもよいし、利用者データＤＴ２が生成されて
もよい。また例えば、設定部２０２は、申込者端末１０において実現されてもよい。この
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場合、申込者端末１０の設定部２０２は、自身で生成した利用者データＤＴ２又はサーバ
２０から受信した利用者データＤＴ２に、仮の氏名を格納する。
【０２５７】
　他にも例えば、データベース記憶部２００で記憶されるものとして説明したデータは、
サーバ２０とは異なるデータベースサーバによって記憶されてもよいし、受付システムＳ
の外部にあるデータベースサーバによって記憶されていてもよい。同様に、データ記憶部
１００で記憶されるものとして説明したデータは、申込者端末１０とは異なるコンピュー
タによって記憶されてもよいし、申込者端末１０の外部にある情報記憶媒体によって記憶
されていてもよい。

【図１】 【図２】
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